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大震災から1年 

いわき市長渡辺敬夫 

昨年3月11日に発生した東日本大震災から、1年を迎えることとなりました。 

この震災により、お亡くなりになられた方々に、改めて哀悼の意を表しま 

すとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

また、この間、全国、ひいては世界中の方々や企業、団体などの皆様から、 

義援金や救援物資の提供、人員の派遣など、温かいご支援をいただくととも 

に、市内外のボランティアの皆様から大きなお力添えをいただきましたこと、 

心から厚く御礼申し上げます。 

東日本大震災は、大地震、大津波、そして原子力発電所事故が重なった世 

界に類を見ない複合災害として、本市に甚大な被害をもたらしました。 

震災後は、速やかに市災害対策本部を設置し、1日も早い市民生活の安寧と 

被災された方々の生活再建への道筋をつけるため、24時間体制で、食料や水、医薬品などの生活必需品の確 

保やガソリンの調達、被災された方々を受け入れるための避難所の設置•運営、さらには原発事故への対 

応や安定ヨウ素剤の配布など、日々、同時多発的に起こる複数の事象への対応に全力で当たりました。ま 

さに、災害発生から数週間は、市民の生命•財産を守るため、限られた時間と情報のなかでさまざまな判 

断と対策が求められる、厳しい局面下での災害対応となりました。 

その後も、被災された方々の生活支援を最優先に据えながら復興への土台づくりを精力的に進め、昨年12 

月には、復興に向けた具体的な取り組みを示す「復興事業計画」を策定いたしました。 

今後、計画の実現に向け、本格的な復興への取り組みを進めてまいりますが、「日本の復興をいわきか 

ら」との強い想いのもと、「市民の皆様の安全•安心の確保」と「震災前にも増して活力に満ちあふれた、 

世界に誇る復興再生モデルとなる持続可能なまちいわき」を目指し、引き続き全身全霊をかけて取り組ん 

でまいります。 

さて、この未曽有の大災害に際し、本市の被害状況や災害対応、さらには復旧•復興に向けた取り組みな 

どについて、記憶を風化させることなく、今後の教訓として後世に残すため、概要版として本誌を刊行いた 

しました。限られた紙面ではありますが、本誌が、今後の防災対策の一助となれば幸いであります。 

結びに、本誌の編集にあたりご協力いただきました関係各位に心から御礼申し上げます。 
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•本誌中の記載において、特段の記載がない場合は、平成24年2月1曰現在の状況としています。また、年号表記がないものは、すべて平成23年としています。 
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いわき市について 

1 面積 •人口 

面積：l，231.35km
2 

人 ロ ： 332，955人 

世帯数：127，313世帯 

(※平成24年2月1日現在） 

o 
市 章 

2 市の位置•地勢 

いわき市は、福島県の東南瑞に位置し、南は 

茨城県、東は太平洋に面しており、寒暖の差が 

比較的少ない穏やかな気候に恵まれています。 

地形は、西方の阿武隈高地（標高500m~700 

m)から東方へゆるやかに低くなり、東側には、 

夏井川や鮫川などの河川の河口部を中心に、平 

野となだらかな丘陵が広がっています。 

また、太平洋沿いの海岸線は、南北約60kmに 

わたり、白砂青松と岩礁が繰り返し続き、「い 

わき七浜」と呼ばれる美しい景観を織り成して 

います。 

3 福島県内の原子力発電所 

福島県の浜通り中北部の相双地方には、東京 

電力(株)の商用発電炉(計10基）が運転されていま 

した。 

その発電量(909.6万Kw)は、日本の原子力発 

電電力量のおよそ20%を占め、日本有数の電力 

供給地となっていました。 

国道349号 

国道399号 

EDIZIiB 

至郡此バ 

至東京 

970. Tkm 

※いわき市からの距離は、 

鉄道の営業キロ数です。 

新潟 ©仙台 

> ノ幕島県 

いゎき市 
Iwaki City 

Jム 
1.110.0km 

博多 松山 
1.391.Tkm 1.193.3kin 

東京 
215.2km 

Q 名 古 屋 
大 阪

5 8 1 

771.6km 

…福島第一原子力発電所 

福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」） 

は、双葉郡の大熊町と双葉町にまたがって立地 

し、東京電力(相が初めて1971年（昭和46年）3月 

に1号機を運転させ、以来計6基の発電設備を 

稼動させていました。いわき市は、福島第一原 

発からおおむね半径30kmから70km圏内に位置し 

ています。 

(2)福島第二原子力発電所 

福島第二原子力発電所(以下「福島第二原発」） 

は、双葉郡の椹葉町と富岡町にまたがって立地 

し、1982年（昭和57年)4月に1号機の運転を開 

始させ、計4基の発電設備を稼動させていまし 

た。 

[ 吾 . 山 

離 山 安 駄 良 山 

田村rp|丨 

郡 山 市 ヽ I 丨 福 島 第 - 原 発 

福 島 県 福島弟_原発 

[1河市'一 

西那須野S1/ / i ん 来 

ノ 
県内原子力発電所の位置と福島第一原発からの同心円図 
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東曰本大震災について 

1平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 

震源域と余震分布 

発生曰時 平成23年3月11曰衝14時46分 

震 源 三陸沖(北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の 
東南東130km付近)漂さ24km 

規 模 マブニチュード9.0 

その他 

断層の大きさ：長さ約450k(n、幅約200km 
断層のすべり量：最大20〜30m程度 
震源直上の海底の移動量：東南東に約24m移動、 
約3m隆起 

各地震度 
(震度6強 
以上） 

震度7 宮城県北部 

各地震度 
(震度6強 
以上） 

震度 
6強 

宮城県南部•中部、福島県中通り• 
浜通り（※人茨城県北部•南部、 
栃木県北部•南部 
(※いわき市は、震度6弱） 

[ESS D ] 
3月11曰 
_ 0 8 匈 

4月7日 
U3時32分j 

匿 E B Z i l 

14時46分 

※気象庁発表のデータをもとに作成 

気象庁によると、この地震は、東北から関東にかけての太平洋の沖合で岩盤が大きくずれたことにより発 

生したものとされています。ずれた範囲は、南北約450km、東西約200kmにも及びました。 

この地震で、いわき市では、震度4以上の揺れが約190秒も続き、最大の震度は6弱を観測しました。 

また、地震活動は本震一余震型で推移しており、平成24年1月10日現在で最大震度6強の余震が2回、最大 

震度6弱が2回、最大震度5強が10回、最大震度5弱が30回、最大震度4が175回発生しています。 

2 本市を襲った津波 

この地震により、福島県相馬で高さ9.3m以上、宮 

城県石卷市鮎)丨Iで8. 6m以上の非常に高い津波を観測 

するなど、東北地方から関東地方北部の太平洋側を中 

心に、北海道から沖禪にかけての広い範囲で津波を観 

測しました。 

市内でも沿岸部全域に津波が押し寄せ、甚大な被害 

をもたらしました。市内沿岸部の主な浸水高は次のと 

おりです。 

※浸水高は、TP (東京湾平均海面)からの高さ 
※ぐ）内は、海岸から測定地点までの距離 

久之浜町田之網字浜川 
(103m) 

7.45m 

© 四倉町字東ニ丁目 
(142m) 

7.55m 

(D 平藤間字鯨 
(169m) 

5.08m 

平薄磯字中街 
(151m) 

8.51m 

(5) 
平豊間字下町 
(103m) 

8.57m 

ィ ® 江名字江ノ浦 
(ISm) 

6.81m 

C7) 永崎字川畑 
(163m) 

5.38m 

イ (D 小名浜下神白字松下 
(56III) 

6.81m 

© 岩間町岩下 
(166m) 

7.66m 

錦町須賀 
(169ni) 

6.7 m 

[ @ 
勿来町九面九浦町 
(13m) 

4.9 m 

公益社団法人土木学会「東北地方太平洋沖地震津波合同調査グル-プJ (http://www.coastal.jp/ttjt/)による速報値（2012年2月3日参照） 
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‘東曰本大震災による被害状況(平成24年2月1曰現在） 

区 分 被害数 備 考 

人的被害 

死者 310名 
中央署管内267名、 
東署管内31名、南署管内12名 

人的被害 

行方不明者 37名 
中央署管内29名、 
東署管内4$、南署管内4名 

住家被害 

全壊 7,640棟 

計80，602棟 
※現在も調査中。 

住家被害 半壊 29,923棟 
計80，602棟 
※現在も調査中。 

住家被害 

一部損壊 43,039棟 

計80，602棟 
※現在も調査中。 

非住家 

被 害 

公共建物 118棟 本庁舎、支所など 非住家 

被 害 その他 2棟 観光物産センター、コンピュータ一カレッジ 

その他 

の被害 

文教施設 200力所 公立小中学校、公民館など 

その他 

の被害 

病院 27力所 民間病院26力所、共立病院1力所 

その他 

の被害 

道路 2,546力所 

その他 

の被害 

橋 28力所 

その他 

の被害 

河川•水路 164力所 

その他 

の被害 

崖 < ずれ 326力所 

その他 

の被害 

水道 3,497力所 

その他 

の被害 

下水道など 1,131力所 その他 

の被害 農業土木など 316力所 

その他 

の被害 

林道•治山 196力所 

その他 

の被害 

農業関係施設 4力所 中央卸売市場など 

その他 

の被害 

市営住宅 59団地 豊間団地など 

その他 

の被害 

公園•緑地 72力所 丹後沢公園、三崎公園など 

その他 

の被害 

社会福祉施設 133力所 保育所、高齢者施設など 

その他 

の被害 

消防施設 139力所 消防庁舎、消防団施設など 

その他 

の被害 

消防車両 34台 

その他 

の被害 

その他 37力所 清掃センター、運動広場など 

一3 一 

落下した図書で通路が埋め尽 < されたい 
わき総合図書館(3月12曰） 

斜面が崩落し道路が完全にふさがれた内 
郷内町の市道宮沢•蛭内線(4月26曰） 

久之浜の蔭磯橋では、津波により損壊し 
た水道管がむき出しに(4月14曰） 

小名浜の下神白保育所は津波で全壊した 
が、保育士の適切な避難誘導により子ど 
もたちは全員無事だつた(4月23曰） 

四倉の市営住宅梅ヶ丘団地では敷地内の 
一部が崩壊(4月27曰） 

市の被害状況 

津波に押し流された車が永崎小の校舎の 
中に（3月12曰） 
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災害対策本部などの動き 

平成23年3月11曰固14時46分、三陸沖を震源とする国内観測史上最大規模の大地震(マグニチュード 

9.0)が発生。市は地震発生直後の14時50分に災害対策本部を設置し、24時間体制で災害対策業務を開始 

しんし7しo 

災害対策本部を設置 

市消防本部に設置した災害対策本部では震災 
当曰から連曰対策本部会議を開催(3月12曰 
2 ： 30ごろ) 

市長は、震災発生直後の14時50分に、市消防本部庁舎内に災害対 

策本部を設置。同時に、避難所開設や食料、寝具などの調達の指示 

を行いました。同16時30分には、福島県知事に自衛隊の派遣を要請。 

同23時には、郡山市から陸上自衛隊第6高射特科大隊が到着し、災 

害支援活動を開始しました。 

震災発生から一夜が明けた翌12日4時10分、日本赤十字社福島県 

支部にDMAT(災害派遣医療チーム）の派遣を要請。一方で、市内 

製パン業者やJAいわき市などの協力で、避難所へ配送するおにぎ 

りの炊き出しや、いち早く届けられた支援物資の避難所への配送を 

開始しました。 

2地震•津波による避難指示•避難勧告 

(1)津波による市内沿岸部に対する避難指示 

3月11日14時49分、気象庁から大津波警報が発表されました。 

市は、14時51分に防災行政無線で避難指示を出すとともに、沿岸 

部を所管する各消防署や消防団が、消防車両などにより海岸付近の 

住民へ避難を呼びかけました。 

さらに、同15時45分には、市内沿岸部全域に対し、サイレン吹鳴 

により再度避難を呼びかけました。 

なお、市内を襲った津波については、気象庁が小名浜港4号ふ頭 

の岸壁に設置した観測機器によると、14時52分に1.0mの第1波を 

観測した後、15時39分に最大波として3. 3mの津波を観測していま 

す。 

その後、地震発生から2日後の3月13日17時58分に、気象庁の津波注意報が解除されたことを受け、同時 

刻をもって市内沿岸部に対する避難指示を解除しました。 

しかし、この津波により市内の沿岸部で多くの家屋などが流出し、現在も多くの市民が仮設住宅などにお 

いて避難生活を余儀なくされています。 

3 5〜 7号《3 

津波の避難広報を行った消防団車両(3月11曰 
15 ： 25ごろいわき民報社提供） 

(2地震による避難指示•避難勧告 

3月11日の地震の後、数え切れないほどの余震 

が発生するなか、大震災発生から1力月後の4月 

11曰と翌12日に、再び震度6弱の地震が市内を襲 

いました。これらの地震により、市内の各地で土 

砂崩落や地滑りなどが発生したため、市はこれま 

で避難指示や避難勧告を相次いで発令しました 

(右表参照)。 

このうち田人地区については、その後土砂崩落 

などの兆候が認められないことから、4月16曰に 

避難指示を解除。また、渡辺町上釜戸地区では主 

要地方道いわき石川線の土砂崩落の仮復旧工事が 

•避難指示•避難勧告の経緯 

指示•勧告地区 避難指示•避難勧告経緯 

®常磐西郷町忠多地区 
(忠多団地） 

3/17(木)08:30避難勧告発令 

©田人地区の一部(貝屋• 
神山•才鉢•堀越） 

4/15趣14: 30避難指示発令 
4/16出18: 00避難指示解除 

©渡辺町上釜戸字青谷地 
区の一部(2世帯6人） 

4/22銜16 ： 00避難勧告発令 
8/31出15: 00避難勧告解除 

®内郷高坂町高橋地区の 
一部(3世帯8人） 6/28W09 ： 00避難勧告発令 
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NEWS 

BSフジ「PRIME NEWS」へ生出演し、がれき 
処理の課題について訴えた(7月“13曰） 

4 市長•災害対策本部からの情報発信 

市は、震災発生直後から、FMいわきをはじめテレビやホーム 

ページなどを通じて、市民の皆様に落ち着いた行動や協力のお願い 

のほか、物資や燃料の不足に対する市の対応の状況など、さまざま 

な情報を発信してきました。また、「®地震」「(D津波」「©原発事故」 

「®風評被害」の"四重苦”に苦しめられた本市の現状を一刻も早く 

改善するため、市長や副市長自らが、テレビや新聞などのインタ 

ビューに対応し、本市の窮状などを全国に発信するとともに、全国 

の関係機関などに対し支援や協力をお願いしました。 

一 5 — 

n 
完了したことから、8月31日に避難勧告を解除しましたが、常磐西 

郷町忠多地区および内郷高坂町高橋地区の一部については、復旧エ 

事が完了していないため、現在も避難勧告を継続しています。 

3 原発事故による自主避難 

(1)早めの自主避難 

避難勧告を発令した常磐西郷町忠多地区 
(3月12曰） 

3月12日15時36分に福島第一原発1号機が水素爆発を起こすなど、 

原発事故の状況が時間とともに探刻化していくなか、国による避難 

指示の範囲が福島第一原発の半径10kmから20kmに拡大され、また、 

より本市の近くに立地する福島第二原発については、情報が入らず、 

不透明な状況が続きました。 

市はその後の事態のさらなる悪化を考慮し、福島第一原発から30km、40km、50km圏内ごとの避難計画の作 

成を進め、市独自の判断に基づき、翌13日早朝には久之浜•大久地区の住民に自主避難を要請し、移動手段 

として大型バスを確保しました。また、3月15日9時30分には、同じく30km圏内にかかる小川町上小川戸渡 

地区(23世帯.57人)および川前町下桶売(志田名、荻)地区(46世帯.131人)の住民に自主避難を要請するなど、 

市民の皆様の安全•安心の確保を第一とした早めの対策を講じました。 

なお、総理大臣より福島第一原発の半径20kmから30km圏内の住民に対する屋内退避指示が発令されたのは、 

3月15日11時でした。その後、4月22日に総理大臣より、福島第一原発の半径20kniから30km圏内の屋内退避 

指示の解除および「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」の設定に関する指示があり、市内全域が原発閨 

連の規制区域外となりました。 

(2) 「市長が定める自主避難区域」を設定 

4月22日以降、市内全域が原発関連の規制区域外となりました。 

しかし、川前町下桶売(志田名、荻)地区で、市内の他地区と比較 

し高い放射線量が観測される地点が確認されたことから、7月5曰 

に市独自の指置として、当該地区を「市長が定める自主避難区域」に 

設定し、避難を希望される住民に、一時提供住宅の確保などの対応 

を行いました。 

また、市はこの地区を優先的に除染する方向で取り組みました。 

-時、除染により生じる薩物の仮置き場の問題が発生しましたが、 

現場保管が可能となったことから、12月から試行的な除染作業に着 

手しました。 

なお、本市は、12月28日、放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必 

要な地域となる「汚染状況重点調査地域」（平均的な放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の 

地域を含む市町村）として、国により指定されました。 
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n 
5 関係機関への働きかけ•要望 

ライフラインの断絶や原発事故の風評により物流がストップする 

など、本市の置かれた状況は非常に厳しく、市民の皆様の生活が立 

ち行かなくなる恐れがありました。 

このため、市は震災後10日間ほど、食料品や飲料水、医薬品、曰 

用品、ガソリンなどの生活必需品の確保や物流の正常化など、市民 

生活の安定を最優先に取り組みました。 

具体的には、報道機関などを通じた全国への情報発信に加え、災 

害対策本部の陣頭指揮に立つ市長が、電話や面会など、あらゆる手 

法を駆使し、国会議員をはじめ、国や県、関係機関などに震災当初 

から連日連夜にわたる再三の働きかけを行い、事態の改善に取り組 

んできました。 

その結果、生活関連物資については、国からの食料の提供や全国各地からの生活物資の支援に加え、3月 

22曰には大手コンビニの一部店舗が再開するなど、早期の物資確保や物流再開を実現することができました。 

また、ガソリンなどの燃料についても、市内給油所のほぼ全店が閉鎖したなか、3月16日に市内11力所の 

wifll 
菅総理大臣(当時)へ緊急要望活動を行o市長 
(6月6曰) 

：れまでの主な要望の内容 

月 曰 

3/15 

3/26 

3/28 

4/1 

1/19 

※計30回 
以上 

主な要望先 

民主党 
自由民主党 

政府 
民主党 
自由民主党 

主 な 要 望 内 容 

〇避難先の確保、物資確保 
•万が一の35万人市民の避難計画の準備》現時点で絶対的に不足しているものの確保 

政府 
民主党 
自由民主党 

政府 
民主党 
自由民主党 
衆議院議員 
参議院議員 
県知事 

〇市民生活の安寧 
•被災された方々に対する生活の支援《安寧な市民生活の確保 
*風評被害の解消 

〇農林水産物の風評被害 
«補償制度の確立と融資制度の創設》農産物の流通 

. ふつしよく 

»テータの公表、風評被害の払拭*農産物の公共施設等での使用 
*専門技術職員の派遣、放射線対策の指導 

•福島第一原子力発電所災害の早期収束 
«風評被害の解消 
«福島第一原子力発電所災害に関する適正な補償の実施 
*放射性物質の海洋放出について説明責任を果たす機会の設定 
•原子力防災対策を究実すべき区域(EPZ)の範囲拡大 
*東京電力麻)福島第二原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書の締結 
•東京電力(株)福島第二原子力発電所の確実な安全対策 
*放射性物質の除染の実施 
*市民の健康管理等 
*放射線•放射性物質対策 
〇小名浜港関連 
*小名浜港の早期復旧•整備 
*小名浜港周辺地区の一体的な復興 
〇水産業への対応 
*漁業者に対する支援、指導などの実施、ソフト•ハ一ドの環境整備 
*漁業者の操業再開に向けた対応 
*漁港等の復旧 
〇観光産業への支援 
〇高速道路、JR等の高速交通体系の整備等 
〇土砂災害への対応 
〇宅地災害等への対応 
〇災害がれき等への対応 
〇再生可能エネルギー関連産業の集積 
〇小規模な給水施設の財政支援等につし、て 
〇国•県等の関係機関の設置について 
〇本市の災害対策、復旧、復興への支援 

などを繰り返し要望 
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震災発生以降、国や県、原子力安全•保安院など閨係機関に対し、 

福島第一原発事故の早期収束などについて多くの要望や申し入れを 

行ってきました。このようななか、事故発生から3力月を経過した 

6月30日に、東京電力(株)の西沢俊夫社長および前社長の清水正孝顧 

問が、社長交代に伴うあいさつのため、初めて本市を訪れました。 

市長は新旧社長より謝罪の弁を受けた後、清水顧問が本市に役 

場機能を移転している広野町災害対策本部を訪れた際(5月4曰）に、 

本市の災害対策本部を訪れなかったことに対して事故企業としての 

対応を厳しく問うとともに、福島第一原発事故の早期収束や適正な東京賺カ脚社長らから謝罪を受ける市長 

補償の実施について、強く申し入れを行いました。 （6月30曰） 

また、9月13日には、東京電力現地対策本部を訪問し、福島第二原発の確実な安全対策や福島第二原発周 

辺地域の安全確保に関する協定書の締結について、申し入れを行いました。 

n 
給油所へ政府調達ガソリンを搬入したことを皮切りに、3月20日からの段階的なガソリン供給につなげるこ 

とができました。 

さらに、原発事故の早期収束や適正な補償、風評被害の解消、本市の災害対策や復旧•復興に対する財政 

的な支援などの中.長期的に解決が求められる事項についても、国や県、関係機関などに、これまで文書に 

よる要望を重ねてきたほか、6月6日には、市長が上京し、内閣総理大臣をはじめ関係大臣に対し、震災復 

丨日.復興に向けたさまざまな分野における緊急要望活動を行いました。今後も、いわき市の再生と復興に向 

けて取り組むため、既存の法令や制度など、従来の枠組みにとらわれない政策立案と早期•確実な具現化な 

ど、市単独では困難な事柄についての実施や市の取り組みへの支援を国などに対し継続して求めていきます。 

6 東京電力(株)に対して 

市讓会の動き 

(1)市議会対策本部を設置 

福島県議会議長への要望活動(4月5曰） 

市議会は、甚大な災害に対応し、市の災害対策や災害復興などに 

寄与するため、3月28日に、市議会内部に「いわき市議会東北地方 

太平洋沖地震対策本部」を設置(4月2日に「いわき市議会東日本大震 

災対策本部」に名称変更)。対策本部会議において、震災からの復旧 

に向け要望内容の協議などを行い、国や県、東京電力(株)などに要望 

活動を行いました。 

(2)東曰本大震災復興特別委員会の活動 

市議会は、被災者や地域住民の声を市政に反映させ、市の復興計 

画が市民の要望と信頼に応えるものとなるよう、復旧•復興に向け 

た諸課題を調査するため、6月16日に「いわき市議会東日本大震災 

対策本部」を発展的に解体し、「東日本大震災復興特別委員会」を設 

置。同委員会の中に3つの分科会(©市民生活の復興推進に関する 

こと©地域産業の再生•復興及び雇用対策に閨すること©防災 

まちづくり及び原子力災害対策に関すること）を設置し、議論を重 

ねてきました。検討結果については、市長に対する提言書としてと 

りまとめ、7月29日の緊急提言を皮切りに、これまで3度の提言を 

行いました。 

また、7月25日には東京電力(株)幹部の出席を求めて特別委員会を 

開催し、福島第一原発事故について、冒頭に東京電力(株)から謝罪と説明を受けた後、質疑応答を行いました。 

さらに、12月26日には、正副議長をはじめ各派代表者、議会運営委員会委員、東日本大震災復興特別委員 

会正副委員長が東京電力(株)本店を訪れ、「福島第一原子力発電所からの放射性物質汚染水の海洋放出計画に 

抗議し撤回を求める決議書」を提出しました。 

東京電力®の幹部が出席した特別委員会 
(7月29曰） 
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n 
避難所の設置•運営 

未曾有の大災害は、市内沿岸部を中心に甚大な被害をもたらし、震災翌日の3月12曰午前には、市内 

127力所の避難所に、最大1万9,813人の方が避難しました。さらには、原発事故の影響で、市内はもと 

より双葉郡からの避難者が住み慣れた住家から離れて暮らす生活を余儀なくされました。 

避難所の開設 

市は、震災当日に避難所を開設し、翌12曰 

には、市内127力所を避難所として開設しま 

したが、市地域防災計画で指定していた避難 

所のうち、永崎小学校など4力所が津波被害 

により使用不可能となったことなどから、あ 

らかじめ指定していなかった高台にある寺院 

や高齢者施設などについても避難所として使 

用しました。 

避難所数と避難者数 避難者数 

120,000 

•15,000 
避難所数 

避難者数 

10,000 

5,000 

2 
3/12 15 5/20 6/10 7/1 7/30 8/20 

避難所における生活 

1)食事の提供 

市は、避難所へ避難された方に対し、安定した食事を提供できる 

よう、当初は備蓄していた乾パンなどを提供したほか、震災翌日の 

3月12日からは、市が独自に調達した米で炊き出したおにぎりなど 

の配給を始めました。 

また、震災から1週間が過ぎたころからは、支援物資として全国 

各地からさまざまな食料が寄せられるようになったことから、パン 

やおにぎりのほか、副菜として缶詰などを提供できるようになりま 

した。 

なお、その間、地域住民の皆様や全国のボランティアによる炊き 

出しも行われ、避難者の皆様に温かい食事が振る舞われました。 

(2)曰常生活の支援 

市内のほか双葉郡から多くの方が利用した避 
難所(4月1曰：FMいわき提供） 

市は、避難者にさまざまな生活支援を行いました。健康面では、 

JMAT(日本医師会災害医療チーム）や市医師会との連携で、巡回診 

療を行ったほか、_福島県栄養士会いわき支部などと連携し、個別 

の栄養相談などを行いました。また、避難者のなかで、交通手段が 

なく、食料や日用品などの買い物ができない方のために、無料買物 

送迎ノ^スを運行したほか、避難所と自衛隊入浴サ一ビスや民間入浴 

施設との間を往復する無料入浴送迎バスを運行し、多くの避難者が 

利用しました。 

一 ^ ^ 

避難所における保健師による健康相談 
(5月9曰） 

3 避難所の閉鎖 

3月12日には最大となる1万9，813人が避難所に避難しましたが、物流やライフラインの回復などにより、 

徐々に避難者の数は減り始めました。ところが、4月11日、12日に再び市内を震度6弱の地震が襲い、これ 

により新たな避難者が発生するなど、避難所の閉鎖までの道のりは困難を極めました。 

このようななか、市は、避難所で生活する被災者の早期生活再建に向け、4月16日から避難者の方に対し 

一時提供住宅の提供を開始し、震災発生から162日後の8月20日には、避難所を閉鎖することができました。 
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消防本部の活動 

津波により沿岸部にある2つの消防庁舎が機能を失い、また、活動に必要な燃料も不足するなか、市 

民の生命•身体•財産の保護のため、市消防本部は、自衛隊や警察、緊急消防搓助隊、消防団、D/\AAT 

との共同による救助•捜索活動など、さまざまな活動に取り組んできました。 

避難誘導と救助•捜索活動 

市消防本部は、市内沿岸部全域に発表された大津波警報を確認すると同時に、消防車両などで、市内沿岸 

部の住民に対し、避難を呼びかけるとともに、津波発生後は被害を受けた負傷者の救急搬送や不明者の捜索 

活動を行うなど、市民の皆様の安全確保や人命救助に向け取り組んできました。 

また、翌12日からは、自衛隊や警察、緊急消防援助隊、消防団、DMAT(災害派遣医療チーム）との共同 

で救助•捜索活動を開始しました。特に大きな被害を受けた久之浜、四倉、平薄磯、平豊間、小浜、岩間を 

重点的に行うなど、4月26日までの延べ24日間にわたり救助•捜索を行いました。 

震災から1力月を経過した4月11日には、震度6弱の強い地震が本市を再び襲い、田人町石住地区で大規模 

な土砂崩れが発生したため、緊急消防援助隊や県内消防本部の協力を得て救助•捜索活動を行いました。 

a 
平薄磯における消防団による捜索活動0月28曰） 田人町石住における市消防本部による救助•捜索活動 

(4月11曰） 

2 地震による火災発生 •土也震による火災件数•出動人員 

地震により市内各地において火災が同時に発生する事 

態となるとともに、上水道管の破損により市内一円が断 

水となり、消火栓からの取水が困難な状況となりました。 

このようななか、市消防本部は、迅速な火災防ぎょ活 

動を行うため、水を積載したタンク車を出動させるなど 

の部隊強化を行い、火災の延焼拡大を最小限に止めるこ 

とができました。 

月日 火災件数•出動人員 

3/11 建物火災4件30隊111人、車両火災1件3隊11人 

3/12 建物火災2件18隊75人、車両火災1件3隊12人 

3/26 建物火災1件6隊23人 

4/7 建物火災1件8隊23人 

4/11 建物火災2件5隊20人 

4/12 建物火災1件6隊20人 

3重症患者の救急搬送 

津波被害や医療資機材不足などにより、診療可能な医療機関が減 

少する事態になりました。市消防本部では、3月15日から30日まで 

の16日間にわたり、市総合磐城共立病院や市内医療機関と連携し、 

県や自衛隊、緊急消防援助隊などの協力を得て、市内の重症患者な 

ど177人(内訳：救急車149人、各県防災ヘリ17人、自衛隊ヘリU人） 

を医療体制の整った市内外の医療機関へ転院搬送しました。 

四方木田臨時ヘリポー卜における自衛隊ヘリ 
による搬送(3月23曰） 
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医療機関の動向 

ライフラインが寸断され、医薬品が不足するなど、市内数多くの医療機関が休診を余儀なくされたな 

か、市総合磐城共立病院は、市民の生命と健康を守るという市立病院の役割を堅持するとともに、多く 

救急•重症患者を積極的に受け入れるなど、本市唯一の災害拠点病院として、また、地域医療最後の 

砦としての役割を懸命に果たしてきました。 

市総合磐城共立病院の動向 
，レ.、

L J

 ^ 

o)—入院•救急患者への対応 

地震発生後、市総合磐城共立病院は、直ちに院内に災害対策本部を 

設置。入院患者を屋外退避させる一方で、病棟被害の確認など、入院 

患者の安全確保に努めました。 

その後、主要ライフラインが3月14日までにはすべて復旧しました 

が、原発事故の影響により、避難区域のさらなる拡大が懸念されまし 

た。そこで、同院は、市消防本部などを通じ、市外の病院へ転院搬送 

するための救急車や防災ヘリ、自衛隊ヘリを確保しました。そして、 

NICU(新生児集中治療室)や小児科、産婦人科など放射線の影響を受 

けやすい患者や退避にあたり困難が予想された人工呼吸器装着患者な 

どを搬送する際に、搬送先まで同院の医師や看護師が同行しました。 

一方で、同院は、診療機能が停止•低下した医療機関からの重症入 

院患者や震災で受傷した救急患者の受け入れを積極的に行ったほか、 

市医師会と連携し避難所への巡回診療を行うなど、医師や看護師など 

職員総動員で、市民の生命と健康を守るため、中核病院としての使命 

を懸命に果たしてきました。 

(
2

外来患者への対応 

共立病院における地震直後の屋外遐避 
(3月11曰） 

慌ただしい救命救急センタ一(3月11曰） 

同院は、原発事故による物資不足や、地震、津波の被害を受けた緊急を要する患者への対応のため、緊急 

を要しない外来診療や定期手術を一部制限しました。また、市内医療機関の休診や調剤薬局の休業が相次い 

だことで、同院以外の医療機関をかかりつけとする多くの患者が薬を求めて来院したことから、通常は院外 

で処方する薬を院内で処方する方法に切り替えるとともに、市薬剤師会や病院の門前薬局に開店を要請し、 

協力連携しながら外来患者への対応を行いました。さらに-在庫が減少した医薬品は、同院職員が市外の問 

屋へ直接出向いて調達しました。 

2 市内医療機関の状況 

地震発生後から多くの医療機関が休診を余儀なくされる状況となり 

ました。市は、市内の医療体制を確保するため、3月12日から4月17 

日までDMAT(災害派遣医療チーム）を、3月12曰から5月3日までは 

JMAT(日本医師会災害医療チーム）を受け入れ、市医師会との連携で、 

避難所など市内各地を巡回して診療を行いました。 

Jミ；i月ロ
1

市総合磐城共立病院から_スタッフの派遣避難所にぉし、て遍丁が巡回診療を実施 
を受け市休日夜間急病診療所を再開するとともに、3月20日および21(4月3日：いわき民報社提供） 

曰には、市医師会が、市医師会館と市総合保健福祉センターで臨時診療所を開設し、診察および薬の処方な 

どを行いました。さらに、3月15日から4月3日までの20日間、歯科医師会の協力のもと、市総合保健福祉セ 

ンター内の休日救急歯科診療所で、応急的な歯科診療を行いました。 

このようななか、水道やガス、電気など、診療や調剤に必要となるライフラインの復旧に伴い、市内の医 

療機関の多くが、4月上旬には津波被災地区を除いた地域で外来診療を再開できました。 

— 1 0 — 



震災発生から 

国内外からいただいた支援物資 

原発事故による風評で一時市外からの物流が滞り、食料などの生活関連物資の調達が極めて厳しい状 

況に陥りましたが、全国の自治体や企業、団体をはじめ、個人の皆様からも多くの支援物資が贈られ、 

辛うじて危機的状況を乗り切ることができました。全国の皆様から贈られた物資は、込められた善意に 

応えられるよう、速やかに市民の皆様に届けました。 

1物資不足への対応 

震災発生直後、市は災害対策本部内に物資班を設置。翌12日には、 

いわき平競輪場に支援物資集配センターを開設し、支援物資の受け 

入れと受け入れた物資の配送を開始しました。 

しかし、震災に加え原発事故による風評で物流が滞り、食料やガ 

ソリンなどの調達が極めて困難な状況に陥りました。 

このため、市は事態の打開に向け、連日再三にわたり国や県など 

の関係自治体などへ、食料や水などの生活関連物資の確保を要請。 

3月20日には市長が農林水産大臣に窮状を訴え、翌日から26日まで 

1曰約5万食の政府調達食料の提供を受けることができました。 

さらには、市民の皆様から、物資の配送や医薬品、乳幼児品の提 

供について、多くの協力をいただきました。 

市東京事務所では、港区の全面的な支援のも 
と、港区スポーツセンターで食料品などを集 
めた(3月28曰：港区提供） 

2 国内外からの支援物資の提供 

震災の翌日からは、他自治体や企業、団体、さらには個人の方々 

からの水や食料、毛布などの提供など、多くの支援をいただきまし 

た。その数は100品目を超え、主なものとして、水が約91万リットル、 

毛布が約9万枚、カップ趣が約28万食、レトルト食品が約18万食と 

なっています。 

これらの支援物資については、震災翌日から朝晩の1曰2回避難 

所へ配送し、被災者の皆様の安定した避難生活に大いに役立ちまし 

た。 

わ 

小名浜支所にも多 < の支援物資が寄せられた 
(3月30曰） 

3一般家庭への物資の配布 

震災発生から1週間を経過しても、原発事故による風 

評で市外からの物流が滞り、すべての市民が食料などの 

調達が困難な事態に陥りました。 

このため、市は3月21日から28日にかけて（全6回）、 

市内24力所の公民館などにおいて、行政嘱託員や区長、 

民生委員、消防団、ボランティアの協力のもと、市民の 

皆様に対し食料や生活用品の配布を行いました。また、 

社会福祉施設や病院、保育所、幼稚園、小中学校、一時 

提供住宅入居者に対しても、必要な物資の提供を行いま 

した。 

震災から2週間が経過すると、安定的とは言えないま 

でも徐々に物流が回復してきたことから、3月29曰から 

は、食料などの配布対象者を一人暮らしの高齢者など曰 

常生活の支援が必要な方に限定し、公民館などを拠点と 

して5月10日まで食料などの配布を行いました。 

消防団などにより支援物資が配られた(4月28曰） 
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義援金の受け入れと配分 

_自宅の流出や家屋の倒壊など大規模な損害を受けた方などに対し、全国各地、さらには国外からも義 

援金の申し出をいただきました。市は、被災者の皆様の早期生活再建に向け、いただいた義援金を速や 

かに配分できるよろ取り組み、住家の半壊以上など、受けた被害の状況に応じて支給しました。 

1国内外からいただいた義援金 

市は、3月17日に義援金の受け入れを開始しました。義援金については、お寄せいただく方に、使用目的 

として®被災された方の「生活支援」、©市の「災害復旧•復興」のいずれかをあらかじめ選択していただくこ 

ととしました。 

平成24年2月1日現在、本市には約14億円、国（日本赤十字社など)や福島県を通しての配分も合わせると、 

約311億円の義援金が寄せられています。 

*寄せられた義援金の内訳 

(平成24年2月1曰現在) 

本市出身学生らによる団体「LiWe IWAKUより、都内大学の学園祭で 
芋煮を販売した利益が義援金として寄せられた（12月28曰） 

2 

区分•用途 金額(件数） 

本市に寄せられた義援金 
13億9,971万2,267円 

(4,598件) 

被災者に対する生活 

内支援のため 

7億1,192万4,279円 

(2,361件） 

訳：災害からの復旧•復 

興のため 

6億8,778万7,988円 

(2,237件) 

国から本市に配分された 

義援金 
252億1,901万2,228円 

福島県から本市に配分さ 

れた義援金 
45億2,950万円 

県内で最も早い配分 

このうち、©「生活支援」を目的とする義援金につ 

いては、被災者の皆様に一日でも早く配分できるよ 

う、4月14日に第1回目の配分委員会を開催。本市 

としての義援金第1次配分を1世帯あたり5万円とし、 

県義援金と合わせ4月16日より配分を開始しました。 

本市の第1次配分については、県内で最も早く配分 

を開始することができました。 

その後、7月25日には第2回目の配分委員会を開 

催。第2次配分では個人を単位として配分すること 

とし、7月29日より順次配分を開始しました。平成 

24年2月1日現在で、申請のあった3万3,369世帯の 

うち、95.3%にあたる3万1，804世帯に支給しました。 

また、©「災害復旧•復興」を目的とする義援金に 

ついては、市の予算に計上し、平成24年度以降、市 

の復興財源として有効に活用します。 

このほか、義援金とは別に本市独自に、被災者の 

生活支援を目的として、住家に半壊以上の被害を受 

けた方々へ被災救助費の支給も行っています。 

•義援金の配分額 

区 分 

西 己 分 額 

区 分 第1次配分 
(1世帯当たり） 

第2次配分 
(1人当たり） 

住家が全壊 45万円 23万円 

住家が半壊 
(大規模半壊含む） 28万円 11.5万円 

福島第一原発から30km 
圏内（旧屋内退避区域） 45万円 3万円 

死 亡 者 35万円 
(1人当たり） 73万円 

震災孤児 — 100万円 

震災遺児 - 50万円 

※配分額は国（曰赤など)や県、市の各種義援金の合計です。 
※原発事故に伴う避難による配分と、住家被害による配分を 
重複して受けることはできません。 
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大量の災害がれきの発生 

市内沿岸部を襲った大津波により、壊滅的な被害を受けた沿岸部には大量の流出がれきが発生しまし 

た。さらに、4月11曰と12曰の直下型大規模余震により、内陸部も大きな被害を受け、がれきの量は70 

万トンに達するものと推計されています。市は被災者の救助•捜索活動を迅速に進めるため、また、被 

災者の生活を早期に再建するため、震災直後からがれきの撤去を開始するとともに、処分に向けた取り 

組みを進めています。 

流出がれきの撤去 

市は、いわき市建設業協同組合との協定に基づき、地元 

の建設業者の協力を得ながら、震災翌日の12日から重機を 

用しゝた道路上などの津波による流出がれきの撤去作業を開 

始。同時に、自衛隊や警察、市消防本部、消防団などによ 

る行方不明者の救助•捜索活動が始まりました。 

津波被災地区における道路上の流出がれきの撤去は、4 

月上旬には作業のめどがついたことから、早期の被災地復 

旧に向け、4月6日からは敷地内に流出したがれきの撤去• 

搬出を始め、7月末にはおおむね完了しました。また、7 

月からは津波により損壊した家屋の解体撤去•搬出を開始 

し、現在も所有者の同意を得ながら作業を進めています。 
久之浜地区での重機による流出がれきの撤去作業 
(4月26曰） 

2 災害がれきの集積•処分 

これまで市は、災害がれき 

を一時的に保管する一次仮置 

き場を市内19力所に設置して 

います。 

また、リサイクルを円滑に 

進めるため、市内3力所にニ 

次仮置き場を設置し、一次 

仮置き場のがれきを「木くず 

類」、「金属•家電類」、「コン 

クリート殻」などに分別し移 

送するなど、計画的ながれき 

の処理に取り組んでいます。 

災害がれきについて、当面の間、 

れていましたが、 

一次仮置き場 

(19力所） 

*木くず 

*金属•家電 
參コンクリ一卜殻 

*可燃ごみ 

*その他不燃ごみ 
ご曰ム

_

、、;7J /比ロし外 

二次仮置き場 
(3力所） 

«木< ず 

*金属•家電 
*コンクリート殻 

再生利用 
(リサイクル） 

焼却灰 

埋め立て 

災害がれき処理フロー図 

v . ‘ - -

、さ、:デ •が
:

處: 
へ.、ゾシジ、；： 

パ、.ムイ-、ユ 

国により処分が制限さ 

6月23日に国から「福島県内の災害廃棄 

物の処理の方針」が示され、本市でも一定の条件で災害廃 

棄物の処理が認められました。このため市は、7月からが 

れきなど災害廃棄物の処理を進めています。 

具体的には、コンクリートやアスファルトは道路の路盤 

材などに、鉄やアルミニウムなどの金属類は鋼材の材料に、 

木くずなどは住宅用建材にそれぞれ活用するなど、リサイ 

クル処理を進めています。 

また、同方針により、可燃物については一定の排ガス吸 

着能力を有する施設において焼却が可能となり、不燃物については管理型最終処分場に埋め立てが可能とさ 

れていることから、施設周辺地域での説明会を開催するなど、焼却や埋め立て処分の処理に向けた準備を進 

めています。 

一 - , . — -

品目ごとにがれきが分別された新舞子ハイツグラウンド 
(平成24年1月11日） 
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a 
枯渭したガソリンと物資の不足 

地震によるインフラの破壊と原発事故の風評被害により物流が寸断され、市内のガソリンスタンドや 

小売店では、給油を待つ車や生活必需品などを買い求める人で長い行列ができるなど、震災により引き 

起こされた物資不足は、市民生活に大きな影響を与えました。このよろななか、市は一刻も早い事態改 

善に向け、国や県、関係団体などへ要請を行うなど、さまざまな取り組みを行い、この結果ガソリンや 

物資の供給体制を早期に確保することができました。 

ガソリン不足への対応 

東日本の製油所が被災したことや交通網の寸断により、震災直後か 

ら探刻な燃料不足が発生しました。市内では、原発事故の風評被害が 

さらなる追い打ちをかけ燃料の供給が止まり、市民生活に大きな混乱 

が生じました。 

市は、震災直後からガソリンの確保に向け全組織を挙げて取り組み、 

燃料の安定的な供給体制確保について、国や県、関係団体などに対し、 

再三にわたり強く働きかけを行いました。その結果、3月16日には政 

府調達ガソリンなどの供給を受けることが可能となりましたが、その 

運搬先が郡山市とされたため、市は、急きょ、消防職員など20人を派 

遣し、タンクローリ一8台で市内11力所の給油所にガソリンなどを供 

給しました。さらに、同日、市長が小名浜石油(株)に対し、石油の公共 

放出を要請し、同社や福島県などの後押しで、3月20日から26曰の間、 

4回にわたり計2，828kfiのガソリンなどを市内の給油所や病院へ緊急 

出荷しました。 

これにより、市内への段階的な燃料の供給が可能となり、その後、 

3月28曰には小名浜港大剣ふ頭の供用が開始され、翌29日には民間の 

大型石油タンカーの入港が再開したことから、市内の燃料不足が大き 

く改善されていきました。 

ii レ 

ガソリンスタンドで給油を待つ車(3月28曰 
：関彰商事(株)提供） 

小名浜石油(株ガソリン貯蔵タンク 

2 物流回復に向けての取り組み 

震災後、スーパ一やコンビニエンスストアでは、被災した店舗の復 

旧作業を進めながら在庫がある限り営業を続けましたが、物流が滞り、 

3月15日ごろからは、ほとんどの小売店が営業できなtゝ状態となりま 

した。救援物資は徐々に市内へ届くようになりましたが、通常の物流 

が回復せず、一般家庭に物資が行き渡らない探刻な状況に陥りました。 

このような状況を市長が総務大臣に訴えた結果、経済産業大臣を通 

じて業界団体に働きかけがなされ、市内全域で閉店していたコンビニ 

エンスストアが3月22日から徐々に再開するようになりました。また、 

市はスーパーなどが再開するめどがつくまで、公民館などで市民の皆 

様に支援物資を配布するなどの対策を取りました。 

その後、震災から2週間が経過すると物流が回復しはじめ、3月28 

日ごろには、営業時間の短縮などを余儀なくされながらも、大部分の 

小売店が再開しました。 

また、郵便事業についても集配がストップしていましたが、総務省 

などへ働きかけたことにより、3月25日ごろから配達が再開し、全般 

にわたり市内の物流が正常化に向かいました。 

生活物資を買い求める人々の長い列 
(3月12曰：いわき民報社提供） 

商品がなくなったスーパ一の陳列棚 
(3月12曰） 
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2大きな影響を受けた社会基盤 

大規模断水からの懸命な復旧 

3月11曰と4月11曰の震度6弱の地震により2度にわたつて大規模な断水が発生する事態となりました。 

市水道局は、24時間体制で復旧•給水活動に取り組み、全国の水道事業体やボランティアの皆様の応援 

も得て、当初の予定よりも早く給水を再開することができました。 

困難を極めた復旧•給水活動 

3月11日の地震では、浄水場から配水池へ水を送る基幹管路で漏水 

が多発し配水池への送水が不能となり、市内ほぼ全域で約13万戸が断 

水する事態となりました。 

1:復旧活動 

市水道局は、震災直後から24時間体制での復旧作業を開始しました。 

翌12日には、送水系の基幹管路の復旧作業を完了し配水池への送水を 

始め、13日には、配水池から段階的に送水を再開し、市総合磐城共立 

病院など医療機関へ優先的に通水しました。その後、原発事故の風評 

被害により資材の調達がままならず、復旧が大幅に遅れる事態となり 

ましたが、市水道局の災害用に備えた資材などの活用や全国の水道事 

業体などの支援により復旧作業を進めた結果、4月10日には、水道の 

復旧率が97%まで回復しました。 

一方、3月23日には、市内各地区の復旧予定を示す「給水復旧計画」 

を作成し、市民の皆様へお知らせしました。 

(2)給水活動 

震災直後から、復旧作業を急ぐ一方で、病院への巡回給水や非常用 

地下貯水槽による応急給水活動を開始。翌12日からは、市内各地に給 

水所を設置するとともに、風船式給水槽による避難所への給水活動に 

入りました。 

しかし、断水発生からしばらくの間は、ガソリン不足や風評被害に 

より限られた車両や人員での対応を余儀なくされ、給水要請などに十 

分に応えられない状況が続きました。その後、全国各地の水道事業体 

などの支援を得られるようになってからは、より多くの場所で給水活 

動が可能となり、最も多い時で55力所の給水所を開設しました。 

2 断水再び 

泉町下)11地内の国道6号の水道管復旧工事 
(3月25曰） 

震災翌曰平体育館で給水に並ぶ、人々 

兄弟都市延岡市の応援職員による泉ケ丘団 
地での給水活動(3月27曰：延岡市提供） 

ようやく市内全域での復旧が見えつつあっ 

た4月11日に、大規模余震が発生。ポンプ場 

などが停電で一時稼動できなくなり、再び約 

10万戸で断水する事態となりました。 

再度の断水も広域にわたったことから、給 

水•復旧作業も時間を要するものと思われま 

したが、ライフラインを確保するという使命 

感といわき管工事協同組合や全国各地の水道 

事業体などのご協力により再び復旧作業にあ 

たり、10日後の4月21日には、津波や地滑り 

の被害で復旧が困難な地域を除き、市内ほぼ 

全域で復旧が完了しました。 

震災後の断水戸数および通水率(3月11日〜4月21日） 

断水戸数 

140,000 

120,000 

100,000 

80.000 

60.000 

40,000 

20,000 

断水尸数 

通水率 

23 27 31 4/3 7 3 / 1 1 1 5 
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2大きな影響を受けた社会基盤 

ライフライン復旧への道のり 

電気やガスの供給が市内の広範囲でス卜ップするとともに、携帯電話が容易につながらない状態とな 

るなど、震災は、現代の日常生活に欠かすことのできないライフラインに大きな影響を与えました。各 

事業者とも早期復旧に向け懸命に作業を進めるとともに、被災者支援のため、さまざまな取り組みを行 

いました。 

•=f=i 

担 ^ I 

東北電力(株)いわき営業所によると、3月11日の地震 

発生直後、市内各地で2万670戸が停電となりました。 

さらに、4月11日の大規模直下型余震では、市内ほぼ 

全域の19万9，731戸が停電となりました。 

この事態に対し、同社では地震発生直後より、県内 

外延べ9，237人の応援体制で復旧作業を進め、3月の 

本震では、津波で流出した個所を除き1週間以内に復 

旧し、4月の余震では翌日の12日までに、市内全地域 

で停電を解消しました。 

なお、津波や土砂崩れなどによる直接の被害個所に 

ついては、がれきや土砂の撤去が広範囲におよび一定 

の期間を要しましたが、震災発生から48日後の4月28 

日までに市内全域で復旧しました。 

2 都市ガス 

停電戸数 

200,000 

160,000 

120,000 

80,000 

40,000 

震災後の停電戸数および復旧率 

ィ 
ノ V 

/ 停電戸数 

- / 

/ 
— ~ 復 旧 率 

7 II 
3 / 1 1 1 2 13 14 16 17 18 4/10 1 1 1 2 13 

復旧率 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0 % 

3月11日の地震では、ガス管破損によるガス漏れなどが発生したこ 

とから、常磐共同ガス(株)管内で、常磐•内郷•好間地区の1万4，572 

戸が、常磐都市ガス(株)管内で、錦地区の646戸がそれぞれ供給停止と 

なりました。また、東部ガス(株)管内で、平地区の91戸について、一時 

的にガスを停止する保安閉栓揩置を取りました。 

都市ガスの復旧にあたっては、配管が地中に埋設されていることや、 

各家庭内ガス器具の個別点検が必要であることに加え、原発事故の風 

評被害で資材の調達が難しくなったことから、復旧までにかなりの時 

間を要しましたが、4月中には、ほとんどの地域で復旧しました。 

また、各事業者は、都市ガスを利用できない間の生活が少しでも改 

善されるよう、卓上カセットコンロの貸し出しや小型ガスボンベの無償提供を行いました。 

/ - 1 へ ^ 

常磐上湯長谷町でのガス管修繕工事 
(4月15曰：常磐共同ガス(株)提供） 

3 通信 

震災直後、安否確認などの通話が集中したことから、緊急通報などの重要通信を確保するため、NTT東 

日本では最大で90%、携帯電話• PHS各移動体通信事業者では最大で70%〜95%とそれぞれ通話規制が行 

われました。また、停電などで固定電話の交換局や携帯電話基地局が停止したことから、市内全域で電話が 

つながりにくし、状態が続きました。 

NTT東日本福島支店によると、県内では震災当初、光回線(音声通話•インターネット）の約7万回線、そ 

の後加入電話の約4万回線が不通になりましたが、震災発生から1週間後の3月18日には、津波被災地区を除 

いた市内ほぼ全域で復旧しました。携帯電話などについては、4月末までに一部の地域を除き震災前とほぼ 

同等レベルまで回復しました。 

なお、各通信事業者では、被災者の通信手段を確保するため、災害用伝言サービスの運用や避難所への無 

料特設公衆電話の設置、移動基地局車の配備などを行いました。 
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寸断された道路 

土砂崩^Lなどで道路が寸断されるとともに、市内道路の至るところに段差や亀裂などが多数発生し、 

各地で通行止めとなるなど大規模な交通障害が起こりました。道路は地域の復興や生活再建の基盤とな 

ることから、国や県、市は早急な応急復旧工事を施工するとともに、現在、本復旧に向けて取り組んで 

います。 

高速道路 

常磐自動車道と磐越自動車道は、安全確認のため震災直後から通行 

止めとなりました。東日本高速道路(株)が迅速な緊急復旧工事を行った 

結果、震災発生から約20時間後の3月12日11時には、緊急車両の通行 

が可能となりました。また、15日には原発事故による避難車両通行の 

ため、福島県知事の要請で管内の料金所が開放されました。 

3月の地震では、路面の段差や陥没などが多数発生し、両道路合わ 

せて86力所が被害を受けましたが、応急復旧工事を早急に進め、3月 

21日にはいわき中央IC~水戸ICで、24日には、いわきJCT〜津川IC 

で、4月1日には、いわき中央IC〜いわき四倉ICで、それぞれ一般車 

両が通行できるようになりました。 

また、4月11日の余震では、いわき勿来IC〜いわき湯本ICで斜面 

が崩落するなど大きな被害を受け、再び通行止めとなりましたが、 

14曰には応急復旧工事を完了し再開しました。現在、常磐自動車道は、 

広野ICまで通行可能となっています。 

2 国道•県道 

国道6号では、鮫川大橋など8力所で大きな被害が発生し、震災直 

後から通行止めとなりましたが、応急復旧工事により、四倉〜久之浜 

の1力所を除いて3月13日までに通行が可能となりました。一方、国 

道49号では大きな被害は発生せず、通行止めにはなりませんでした。 

また、県道は3月11日の津波により久之浜港線の蔭磯橋で段差が生 

じるなど、沿岸部の路線が大きな被害を受けました。さらに4月11曰 

の余震では、主要地方道いわき石川線の渡辺町上釜戸地内と田人町才 

鉢地内において、斜面が大きく崩落するなど被害が拡大し、その数は 

112力所にのぼりました。 

現在、本復旧に向けて工事を進めています。 

3 市道 

市道については、路面の段差や土砂崩れなどにより計2，574力所が 

被害を受け、123力所が通行止めとなりました。このうち、内郷内町 

の市道宮沢•蛭内線や南白土の北白土•菅波線では、斜面が大きく崩 

落し、大きな被害を受けました。 

また、市は、道路に崩落した土砂の撤去や亀裂、段差の解消など、 

日常生活に必要な部分から応急工事を行ってきましたが、現在は本復 

旧に向けた工事を進めています。 

4月11曰、常磐道いわき勿来IC〜いわき湯 
本ICで斜面が崩落(東曰本高速道路(株)提供） 

^ V - ぐ • ピ _ 
. ぶ v ” 一 v U W ' 、 ’ 

パ バ 

(上)4月11日、し、わき石川線の渡辺町上釜 
戸地内で斜面が崩落 
(下)仮設道路により明31日に再開通 
(県いわき建設事務所提供） 

*市内道路被害数 

区 分 総路線数 
左のうち 
被害個所数 

高速道路 2 86 

国 道 2 8 

県1、首 

(指定区間外-般国道含む) 44 112 

市 道 8.719 2，574 

計 8，767 2.780 
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交通機関および港湾の状況 

鉄道が1力月間不通となるなか、翌日から旅客機は臨時便が運行され、高速バスは1週間後、路線バ 

スは11曰後にそれぞれ運行再開されました。また、福島空港は救援物資輸送を担う役割を発揮したほか、 

小名浜港は震災直後からの復旧作業により早期に供用が再開され、ガソリンなど緊急物資の輸送拠点と 

して大きな役割を果たしました。 

鉄道 

JR常磐線•磐越東線ともに地震発生直後から全面運休となり 

ました。いわき駅〜内郷駅では、電化柱が傾斜するなど大きな被 

害が発生し復旧に時間を要したことから、長期間の運休を余儀な 

くされました。 

復旧作業を進めた結果、4月11日にいわき駅〜高萩駅の普通列 

車が特別ダイヤで運行を再開、上野までの運行が可能となったほ 

か、4月28曰には特急列車の運行が再開されました。いわき駅以 

北については、4月17日に四ツ會駅まで、5月14日に久ノ浜駅ま 

で、10月10日に広野駅まで、それぞれ運行が再開されました。 

また、磐越東線は、4月15日にいわき駅〜小野新町駅で通常運 

行に戻りました。 

この間、市は、4月28曰から5月14日まで、四 

ツ倉駅〜久ノ浜駅の代替バスを運行し、久之浜• 

大久地区の生活維持や通勤•通学のための移動手 

段を確保しました。 

いわき駅〜内郷駅の復旧作業(3月18日:JR東日本 
水戸支社提供） 

春交通インフラ再開状況(4月末まで） 

2 バス 

新常磐交通(株)によると、ガソリンの調達が難し 

くなったため、市内路線バスは3月15日の午後か 

ら全面運休となりましたが、3月22日に6路線が 

日祝日ダイヤで運行を再開し、4月6日には一部 

路線を除いて通常ダイヤでの運行を再開しました。 

また、JR常磐線が復旧するまでの間の代替輸 

送として、4月1日からいわき駅〜勿来駅、いわ 

き駅〜日立駅で臨時バスを運行しました。 

高速バスなどについては、いわき〜福島空港を 

結ぶリムジンバスが震災以降も運行を継続したほ 

か、3月18日には高速バスいわき〜東京線の運行 

が再開し、市外への交通手段が確保されました。 

月曰 区 分 内 容 
一 リムジンバス いわき〜福島空港線は震災後も継続運行 

3/18 高速バス いわき〜東京線10往復運行再開 

3/20 高速バス いわき〜郡山線6往復運行再開 

3/21 常磐自動車道 いわき中央丨C〜水戸IC再開 

3/22 市内路線バス 6路線が曰祝曰ダイヤで運行再開 

3/24 磐越自動車道 いわきJCT〜津川IC再開 

3/28 高速バス いわき〜仙台線3往復運行再開 

4/1 常磐自動車道 いわき中央IC〜いわき四倉IC再開 

4/6 市内路線バス 一部を除き通常ダイヤで運行再開 

4/11 JR常磐線 いわき駅〜高萩駅普通列車運行再開 

4/15 

J R磐越東線 し、わき駅〜ゾ」\野新町駅運行再開 

4/15 高速バス いわき〜京都•大阪線1往復運行再開 4/15 

高速バス いわき〜福島線4往復運行再開 

4/17 JR常磐線 いわき駅〜四ツ倉駅普通列車運行再開 

4/28 
JR常磐線 いわき駅〜上野駅特急列車全通 

4/28 
高速バス いわき〜郡山〜会津若松線23往復運行再開 

3 タクシー 

震災により公共の交通機関が利用できなくなったことに加え、ガソリン不足によって自家用車での移動が 

難しくなったことから、市内では移動手段を確保できない状況が続きました。このようななか、燃料にLF 

(液化石油）ガスを使用していたタクシーは、震災発生後も運行を続けることができ、数少なしゝ移動手段とし 

て大きな役割を果たし、被災者や避難者の方などに多く利用されました。 

いわき市タクシー事業協同組合によると、市内2力所にあるタクシー用のガス給油所が被害を免れ、燃料 

が安定的に確保できたことから、地震後もほとんどの事業者が休むことなく営業を続けることが可能となつ 

たものです。 
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2大きな影響を受けた社会基盤 

4 福島空港 

震災後、さまざまな交通機関が不通となるなか、被害のほ 

とんど無かった福島空港は、震災翌日の3月12日から4月10 

曰まで福島空港〜羽田空港線などで合計290便の臨時便を運 

行、約2万人が利用し、福島県民の移動手段を安定的に確保 

しました。また、空港ターミナルビル内の滞在者に、有料貸 

室を無料開放し、毛布や飲料水などを随時配布しました。 

さらに3月14曰から5月2日までの間、自衛隊機および民間 

機の延べ86機により、食料や日用品、医薬品などの救援物資 

が空輸され、県内各地へ配送されました。福島空港は、救援 

物資輸送の担い手として役割を十分に発揮しました。 
福島空港での自衛隊機による物資搬入(3月20曰：県福 
島空港事務所提供） 

5 重要港湾小名浜港 

(1)被害から復旧へ 

小名浜港では、岸壁や荷役機械の損傷、船舶の乗り上げな 

ど、多くの港湾施設や船舶などが被災しました。 

県は被害の比較的少なかった藤原ふ頭を応急復旧し、震災 

発生から7日後の3月18日には緊急物資輸送船第1船が入港し 

ました。さらに、3月29日には、石油タンカー第1船が大剣 

ふ頭に入港し、ガソリンなどの燃料不足に対応。小名浜港は 

緊急物資の輸送拠点として大きな役割を果たしました。 

また、国、県をはじめとする関係者からなる小名浜港復興 

会議が「小名浜港復旧•復興方針」を8月18日に策定、この 

中で「おおむね2年以内に主要な岸壁の復旧を完了させ、3年以内にすべての港湾施設の復旧を目指す」と 

されています。現在、約7割の公共岸壁が暫定的に供用されましたが、震災前に開設された韓国•中国向け 

の外資定期コンテナ航路が現在も休止している状態にあるため、11月7日から9日にかけ、市長が韓国の船 

会社を訪問し、小名浜港の復旧が急ピッチで進んでいる現状を説明するなど、航路再開に向けたポートセー 

ルスを行いました。 

_
 4 \ 

復旧が進む小名浜港5 • 6号ふ頭(7月25日） 

2)国際バルク戦略港湾に選定 

国際バルク戦略港湾政策は、国内の産業や国民生活に必要不可欠な物資を安価で安定的に確保するため、 

大型輸送船が入港できるような港を集中的に整備するものです。国は、平成22年6月に、鉄鉱石•石炭•穀 

物の3品目で国際バルク戦略港湾を全国港湾に向 

け募集しました。 

県が平成22年8月、石炭の品目による国際バル 

ク戦略港湾に応募して以来、市としても、官民一 

体となり要望活動を積極的に展開してきました。 

その結果、平成23年5月に、小名浜港が石炭分野 

における国際バルク戦略港湾として選定されまし 

た。 

今回の選定により、震災によって甚大な被害を 

受けた小名浜港の早期復興や整備が進められてい 

る小名浜港東港地区の着実な整備などが期待され 

ます。このほか、物流の効率化による輸送コスト 

の大幅な軽減が図られることにより、小名浜港を 

利用する企業の国際競争力が強化されるなど、本 

済発展?，域活性化に対する大きな効果か小名浜港港湾計画小名浜港東港完成時ィメ-ジ図
(

小名浜港湾事務 
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放出された放射性物質への対応 

福島第一原発事故により大気中に放出された大量の放射性物質。現在、本市の放射線量はほぼ遲減傾 

向にあるものの、原発事故が収束していないなか、放射線の影響に不安を抱えながら生活している市民 

の皆様も少なくない状況です。市は、市独自の判断での安定ヨウ素剤の配布や、教育施設などの除染、 

線量計の貸与など、原発事故発生当初からさまざまな取り組みを積み重ね、市民の皆様に対する安心感 

の確保に努めています。 

本市空間放射線量の推移 

県は、3月13日7時から県いわき合同庁舎駐車場（福島第一原発から南南西約43km)で空間放射線量の測 

定を開始しました。これまでの本市の最大放射線量は、3月15日4時の23.72マイクロシーベルト/時で、以 

後はほぼ遁減傾向にあります。 

放射線量 （単位：マイクロシーベル卜/時） 

-23.72(3/15) 

0 . 2 8 ( 5 / 1 ) 0 . 2 2 ( 7 / 1 ) 
6.00(3/21) / 

0 . 6 9 ( 4 / 1 ) / 0.25(6/1) 

0.18(9/1) 

0.20(8/1) 0.19(10/1) 

0.17(11/1) 0.19(2/1) 

0.20(1/1) \ 

0 . 1 8 ( 1 2 / 1 ) \ \ 

※県災害対策本部の発表データから、それぞれの曰における最高値をもとに作成。 とき 

2 スクリーニング検査の実施•安定ヨウ素剤の配布 

1)緊急被ばくスクリーニング検査 

市は、放射性物質による被ばくに対する市民の皆様の健康不安を解 

消するため、3月13日から市総合保健福祉センターで、放射線スクリー 

ニング検査を行っています。平成24年1月末現在で累計3万9,048件の 

検査を行いましたが、これまでのところ、本市の方で除染を要する方 

はいませんでした。 

(2)安定ヨウ素剤の配布 

市は、原子力災害時用の放射性ヨウ素に対する予防薬として安定ヨ 

ウ素剤を備蓄していましたが、原発事故の収束が見えないことから、 

市独自の判断で、3月18日から妊婦および40歳未満の市民を対象に安 

定ヨウ素剤を配布しました。現在までのところ、市内の放射線量が低 

い水準で推移しているため服用指示は出していませんが、いまだに原 

発事故が収束していない状況にあり、また、配布した安定ヨウ素剤が 

平成23年12月で有効期限を迎えたことから、引き続き万一の場合に備 

え、12月から新たな安定ヨウ素剤を郵送配布しました。 

市保健所におけるスクリーニング検査 
(3月17曰：緑川健氏提供） 

__焉よ: 

配布した安定ヨウ素剤 

3水道水の放射性物質の測定 

国は、3月16日から本市水道水の放射性物質の測定を開始しました。3月21日に採水した水道水について、 

3月23日に、国が定める乳児の摂取指標値を超える放射性ヨウ素が検出されたことを確認したため、同日か 

ら乳児による水道水の飲用を控えるようお願いするとともに、市文化センターや各支所でぺツトボトル水の 
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配布を行いました。3月25日以降は、放射性ヨウ素の検出値が摂取指標値以下となり、3月28日に採水した 

市内8力所の浄水場における測定の結果、いずれも指標値を大きく下回ったことから、3月31日に摂取制限 

を解除しました。その後、4月4曰以降については、放射性ヨウ素•セシウムとも不検出となっています。 

また、市水道局は10月24日に、水道水中の放射性物質を市独自に測定できるよう水質管理センターにゲル 

マニウム半導体検出器を配備し、市内12浄水場の水道水検査を継続して行っています。 

4 モニタリングの拡大•売実 

市は、6月13日から本庁舎と各支所の庁舎前で放射線量の測定を開始しました。10月U日からは、測定個 

所に中央台•豊間•泉市民サービスセンタ一の3力所を加え、いずれの地点でも地上lmと地上1cmの高さで 

測定を行っています。また、市庁舎以外にも保育所や幼稚園、小中学校などに段階的に空間線量計を配備。 

定期的にモニタリングを行い、その結果を市ホ一ムページなどによりお知らせしています。 

5 除染の推進 

市は、市民の皆様の協力を得ながら除染活動を推進し、生 

活環境の早期回復を目指すため、9月に具体的な除染の作業 

方法の手弓丨きとなる「いわき市放射線量低減のための除染マ 

ニュアル」を作成しました。 

また、11月1日には、独立行政法人日本原子力研究開発機 

構テクニカルアドバイザ一で、本市在住の工学博士である星 

蔦雄さんを市放射線量低減ァドバイザ一に委嘱し、放射線量 

低減に向けたさまざまな助言や指導を受ける体制を整備しま 

した。具体的には、子どもたちの生活空間における放射線量 

を低減するため、次のような除染の取り組みを行っています。 

1保育施設•教育施設の除染 

市は、保育施設や教育施設について、すべての施設の洗浄 

や清掃などを行い、その後、園庭や校庭の放射線量を測定し、 

市が当面の目標水準として定めた毎時0.3マイクロシーベル 

ト以上の施設については、表土除去を行っています。 

表土除去は、12月末までに、対象となる131施設のうち101 

施設が完了しており、その結果、園庭や校庭の放射線量は、 

表土除去前に比べ、最大で約8割の低減が見られ、このうち 

最も多かったのは5割から7割程度の低減となっています。 

市は、当面の目標水準として設定した毎時0.3マイクロシー 

ベルト以上の施設について表土除去を行ってきましたが、そ 

の後、国が新たに毎時0.23マイクロシーベルトといった基準 

を示したことから、あらためて保育施設や教育施設の詳細な 

モニタリングを行い、局所的に放射線量が高い個所などについては、 

り低Lゝ線量を実現するよう取り組んでいます。 

市長から委曙を受ける星アドバイザー(11月1曰） 

ar — _ 艟 

高圧洗淨機で校舎を清掃した小名浜三小(8月28日） 

状況に応じた除染作業を行うなど、よ 

(2都市公園の除染 

市は、市が管理する455力所の都市公園などの空間放射線量を調査し、毎時1マイクロシーベルト以上の 

放射線量が確認された9力所の公園について、表土除去や樹木剪定、遊具洗浄などの除染を行い 

に完了しました。 

11月まで 

(3:生活空間改善事業の実施 

市は、子どもたちが生活空間として過ごす時間が多い通学路などの放射線量の低減を図るため、市生活空 

間改善事業を実施しました。これは、行政区やPTAなどが放射線量の測定調査や清掃活動、草刈りを行う 
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費用として、1団体あたり50万円までの補助を行ったものです。 

4除染実施計画の策定 

市は、市全域を対象に、市民生活を営むうえで安全な環境を整えるため、追加被ばく線量を年間1ミリ 

シーベルト以下にすることを目標とした「市除染実施計画」（計画期間：平成23年12月から平成28年3月ま 

で）を12月に策定しました。重点期間とした今後2年で、放射線量が比較的高い地域や子どもの生活空間と 

なる保育施設•教育施設などの除染を優先的に行います。 

6 健康管理の推進 

(1)放射線量計の貸し出し 

妊婦や乳幼児の保護者が、自己の健康管理のデ一タとして活用 

できるよう、市は10月から積算線量や空間線量を測定することが 

できるデジタル式の小型携帯線量計の貸し出しを行っており、平 

成24年2月までに順次対象を拡大し、高校生まで貸し出しを行い 

ました。また、11月から保育所や幼稚園、小中学校の児童や生徒 

にバッチ式の線量計を貸与し、さらに平成24年1月からは、市内 

居住者への空間線量計の貸与を開始しました。 

2

)ホ一ルボディカウンタ一による内部被ばく検査 

市は、県から貸与されたホールボディカウンターを利用し、11 

月から先行調査として内部被ばく検査を市総合磐城共立病院で 

開始しました。また、平成24年度には、市独自で2台のホールボ 

ディカウンタ一を整備し、対象地区を拡大して検査を行うことと 

しています。 

3自家消費用作物の検査 

市は11月から12月にかけ、販売を目的としない家庭菜園などの 

自家消費用作物の検査を希望される方に対し、市内各地区を巡回 

して表面スクリーニング検査を行いました。また、測定を行う人 

材の育成や確保などと並行して、ペクレルモニターなどの簡易放 

射能測定器を配備した検査体制の整備を進めていきます。 

HOHIHA 

貸し出しを行っている空間線量計 

JI丨前活性化センタ一で行った巡回スクリーニン 
グ検査01月27日) 

保育所•学校給食の放射性物質の検査 

市は、保育所や学校給食に使用する食材について、市場に流通している安全なものを選んで使用していま 

すが、より安全で安心な給食などを提供することを目的に、平成24年1月から保育所や学校で使用する食材 

の放射性物質の検査を開始しました。また、検査の結果は市ホームページで公表しています。 

8原子力災害対策に関する体制整備 

本市の復旧•復興において、原子力災害対策は喫緊の課題であることから、7月に「原子力災害プロジェ 

クトチーム」を災害対策本部に設置し、空間放射線量のモニタリングや各部署における放射性物質の検査な 

どの総合調整、さらには除染マニュアル.計画の作成、除染体制の整備などの役割を担ってきました。 

平成24年1月1日には、原子力災害対策について、全庁的な視点に立ちながら、これまで以上に迅速かつ 

総合的、一体的に推進し、市民の安全•安心を最大限に確保するため、同プロジェクトチームを発展的に見 

直し、行政経営部内に「原子力災害対策課」を新設。また、危機管理体制の強化を図るため、原子力災害対策 

課および危機管理課を統括する「危機管理室」を行政経営部内に設置しました。併せて、内部被ばくなど放射 

線の影響による健康不安の解消や放射線に係る健康管理対策の強化を図るため、保健所内に「放射線健康管 

理センター」を新設しました。 
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復旧、そして、復興へ 

住家の再建に向けて 

巨大地震、巨大津波は、本市の家屋など建築物に甚大な被害を与えました。市は、被災者の皆様の早 

期生活再建に向け、一曰でも早く雇用促進住宅などの一時提供住宅を提供できるよう取り組むとともに、 

り災証明の迅速な発行や住宅の応急修理、さらには損壊家屋の解体撤去など、震災直後からさまざまな 

取り組みを進めています 

一時提供住宅の提供 

市は、住宅の流出や倒壊などにより自宅に居住することができなく 

なった市民の皆様に対し、一日でも早く安定した生活を送れるよう、 

県による応急仮設住宅の建設着工以前から、市内雇用促進住宅や民間 

借上住宅一時提供に取り組んできました。 

市が斡旋した一時提供住宅については、3月29日から募集を開始し、4 

月16日から順次入居を開始することができました。民間賃貸住宅の特 

例指置（自ら手続きして入居した民間賃貸住宅への家賃公費補助制度） 

も含めると、平成24年2月1日現在では、3，086世帯(応急仮設住宅143世帯、民間借上住宅2，379世帯、雇用 

促進住宅558世帯、教職員住宅6世帯）のいわき市民が一時提供住宅に入居しています。また、住宅入居にあ 

たっては、日本赤十字社からの生活家電6点セットやNTTによる電話機の無償提供などの生活支援も併せて 

行われています。 

いわきニュータウンには1,000戸の仮設住宅 
が てられた(7月12曰） 

2り災証明の発行 

被災者が義援金などの各種支援制度を受けるためには、被害を公的 

に証明する「り災証明」が必要となります。市は、甚大な津波被害を 

受けた沿岸区域にある建物全棟の現地調査を3月28日から開始し、4 

月4日には沿岸区域の「全壊」判定結果から優先的に発行を開始しま 

した。4月22日には沿岸区域の全棟調査が終了したことから、引き続 

き地震による被害を受けた家屋の一棟別調査を開始し、順次証明書を 

発行しています。平成24年1月27日現在で8万5，319件の申請を受け付 

けており、8万3,172件の証明書を発行しています。 応援職員によるり災家屋の調査(4月2曰 
山市提供） 

3 住宅の応急修理制度 

住宅の応急修理制度は、被災した住宅で引き続き居住する意向を持ちながら、自らの資力では被災した住 

宅(半壊以上）を応急修理することができない方に対し、屋根や外壁などの日常生活に必要な最小限度の部分 

について、52万円を限度に市が直接施行業者へ修理を依頼するものです。市は、4月11日から申請の受け付 

けを開始し、平成24年1月末現在、1万5，500件の申請を受け付けており、うち6，227件の修理が完了しています。 

4 損壊した家屋の解体撤去 

3度にわたる震度6弱の大地震に加え、断続的な余震によ 

り、本市の数多くの建物が大きな被害を受けました。このた 

め、市は、震災により損壊し、生活環境の保全上やむを得ず 

解体する必要がある家屋などを本人からの申請に基づき解体 

撤去することとし、6月1日から申請の受け付けを開始しま 

した。平成24年1月14日現在、4，220棟の申請を受け付けてお 

り、1，300棟の解体撤去が完了しています。 

被災した家屋の解体撤去作業(7月15曰） 
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行政機関からの人的支援 

東日本大震災の発生以降、本市の復旧•復興にあたっては、 

全国各地の皆様から義援金などの金銭的支援や支援物資などの 

物的支援に加え、全国各地の自治体や自衛隊など多くの行政機 

関の皆様から、広範多岐にわたる災害対応業務への人的支援も 

得ています。 

全国各地の行政機関からの支援 

今回の震災では、水道施設の応急復旧作業や応急給水活動に加 

え、避難所運営や支援物資、り災証明関係業務など、広範多岐に 

わたる災害対応業務について、全国各地の自治体や自衛隊など、 

さまざまな行政機関から多くの人的支援を得ました。 

現在も、本市の復旧•復興に向け、全国の自治体から職員が派 

遣され、その数は震災以来延べ1万5千人ほど(警察、自衛隊を除 

く）にのぼっています。 

春応援をいただいた全国の行政機関一覧 

全国各地から自衛隊部隊が派遣され、捜索活動な 
ど災害支援活動が行われた(3月21曰：陸上自衛隊 
第8普通科連隊提供） 

親子都市由利本荘市職員による市税減免申請受け 
付け(9月14曰） 

〇国機関 〇自治体など 

経済産業省、財務省(東北財務局、いわき税務署など） 【都道府県】 

東京都、長崎県、大分県 

【市区町村】 

岩見沢市、北広島市、青森市、由利本荘市、南会津町 

鮫川村、高萩市、足利市、前橋市、川越市、上尾市 

戸田市、鶴ヶ島市、伊奈町、小川町、船橋市 

東京都港区、東京都大田区、東京都世田谷区 

東京都渋谷区、東京都市長会、八王子市、町田市 

清瀬市、黒部市、新発田市、糸魚川市、五泉市、上越市 

魚沼市、上田市、岐阜市、本巣市、郡上市、豊橋市 

西尾市、四曰市市、長浜市、東近江市、神戸市、松江市 

倉敷市、玉野市、広島市、福山市、三次市、甘曰市市 

宇部市、防府市、周南市、山陽小野田市、高松市 

丸亀市、坂出市、観音寺市、内子町、高知市、飯塚市 

唐津市、長崎市、島原市、大村市、別府市、都城市 

延岡市、鹿児島市、阿久根市、出水市、曰置市 

南さつま市、薩摩川内市 

〇自衛隊部隊 

【都道府県】 

東京都、長崎県、大分県 

【市区町村】 

岩見沢市、北広島市、青森市、由利本荘市、南会津町 

鮫川村、高萩市、足利市、前橋市、川越市、上尾市 

戸田市、鶴ヶ島市、伊奈町、小川町、船橋市 

東京都港区、東京都大田区、東京都世田谷区 

東京都渋谷区、東京都市長会、八王子市、町田市 

清瀬市、黒部市、新発田市、糸魚川市、五泉市、上越市 

魚沼市、上田市、岐阜市、本巣市、郡上市、豊橋市 

西尾市、四曰市市、長浜市、東近江市、神戸市、松江市 

倉敷市、玉野市、広島市、福山市、三次市、甘曰市市 

宇部市、防府市、周南市、山陽小野田市、高松市 

丸亀市、坂出市、観音寺市、内子町、高知市、飯塚市 

唐津市、長崎市、島原市、大村市、別府市、都城市 

延岡市、鹿児島市、阿久根市、出水市、曰置市 

南さつま市、薩摩川内市 

【陸上自衛隊】 

第6特科連隊、第6高射特科大隊(以上、郡山市） 

第6音楽隊(東根市)、東北方面通信群(仙台市） 

第2普通科連隊(上越市)、中央即応連隊(宇都宮市） 

中央即応集団司令部付隊、東部方面通信群 

東部方面警務隊、中央音楽隊(以上、朝霞市） 

第1空挺団(習志野市)、東部方面混成団(横須賀市） 

第8普通科連隊(米子市)、第8化学防護隊(熊本市） 

【海上自衛隊】海上自衛隊海災部隊 

【航空自衛隊】航空自衛隊空災部隊 

【都道府県】 

東京都、長崎県、大分県 

【市区町村】 

岩見沢市、北広島市、青森市、由利本荘市、南会津町 

鮫川村、高萩市、足利市、前橋市、川越市、上尾市 

戸田市、鶴ヶ島市、伊奈町、小川町、船橋市 

東京都港区、東京都大田区、東京都世田谷区 

東京都渋谷区、東京都市長会、八王子市、町田市 

清瀬市、黒部市、新発田市、糸魚川市、五泉市、上越市 

魚沼市、上田市、岐阜市、本巣市、郡上市、豊橋市 

西尾市、四曰市市、長浜市、東近江市、神戸市、松江市 

倉敷市、玉野市、広島市、福山市、三次市、甘曰市市 

宇部市、防府市、周南市、山陽小野田市、高松市 

丸亀市、坂出市、観音寺市、内子町、高知市、飯塚市 

唐津市、長崎市、島原市、大村市、別府市、都城市 

延岡市、鹿児島市、阿久根市、出水市、曰置市 

南さつま市、薩摩川内市 

•警察関係 

【都道府県】 

東京都、長崎県、大分県 

【市区町村】 

岩見沢市、北広島市、青森市、由利本荘市、南会津町 

鮫川村、高萩市、足利市、前橋市、川越市、上尾市 

戸田市、鶴ヶ島市、伊奈町、小川町、船橋市 

東京都港区、東京都大田区、東京都世田谷区 

東京都渋谷区、東京都市長会、八王子市、町田市 

清瀬市、黒部市、新発田市、糸魚川市、五泉市、上越市 

魚沼市、上田市、岐阜市、本巣市、郡上市、豊橋市 

西尾市、四曰市市、長浜市、東近江市、神戸市、松江市 

倉敷市、玉野市、広島市、福山市、三次市、甘曰市市 

宇部市、防府市、周南市、山陽小野田市、高松市 

丸亀市、坂出市、観音寺市、内子町、高知市、飯塚市 

唐津市、長崎市、島原市、大村市、別府市、都城市 

延岡市、鹿児島市、阿久根市、出水市、曰置市 

南さつま市、薩摩川内市 警視庁ほか38道府県警察本部 

【都道府県】 

東京都、長崎県、大分県 

【市区町村】 

岩見沢市、北広島市、青森市、由利本荘市、南会津町 

鮫川村、高萩市、足利市、前橋市、川越市、上尾市 

戸田市、鶴ヶ島市、伊奈町、小川町、船橋市 

東京都港区、東京都大田区、東京都世田谷区 

東京都渋谷区、東京都市長会、八王子市、町田市 

清瀬市、黒部市、新発田市、糸魚川市、五泉市、上越市 

魚沼市、上田市、岐阜市、本巣市、郡上市、豊橋市 

西尾市、四曰市市、長浜市、東近江市、神戸市、松江市 

倉敷市、玉野市、広島市、福山市、三次市、甘曰市市 

宇部市、防府市、周南市、山陽小野田市、高松市 

丸亀市、坂出市、観音寺市、内子町、高知市、飯塚市 

唐津市、長崎市、島原市、大村市、別府市、都城市 

延岡市、鹿児島市、阿久根市、出水市、曰置市 

南さつま市、薩摩川内市 

〇緊急消防援助隊 〇水道事業体 

千葉県隊、神奈川県隊、群馬県隊、静岡県隊、岐阜県隊 

滋賀県隊 

【都道府県】 

東京都、神奈川県、沖繙県 

【市区町村】 

会津若松市、郡山市、古殿町、北茨城市 

守谷市、坂東市、桐生市、さいたま市、横浜市 

甲府市、福山市、北九州市、唐津市、長崎市、島原市 

大分市、別府市、杵築市、宮崎市、都城市、延岡市 

曰向市、鹿屋市、阿久根市、垂水市、薩摩川内市 

那覇市、浦添市、名護市 

【企業団】 

双葉地方水道企業団、坂戸•鶴ヶ島水道企業団 

西佐賀水道企業団 

〇県内消防本部 

【都道府県】 

東京都、神奈川県、沖繙県 

【市区町村】 

会津若松市、郡山市、古殿町、北茨城市 

守谷市、坂東市、桐生市、さいたま市、横浜市 

甲府市、福山市、北九州市、唐津市、長崎市、島原市 

大分市、別府市、杵築市、宮崎市、都城市、延岡市 

曰向市、鹿屋市、阿久根市、垂水市、薩摩川内市 

那覇市、浦添市、名護市 

【企業団】 

双葉地方水道企業団、坂戸•鶴ヶ島水道企業団 

西佐賀水道企業団 

福島市消防本部 

会津若松地方広域市町村圏整備組合 

郡山地方広域消防組合 

白河地方広域市町村圏消防本部 

須賀j 11地方広域市町村圏組合 

喜多方地方広域市町村圏組合 

伊達地方消防組合消防本部 

安達地方行政事務組合 

【都道府県】 

東京都、神奈川県、沖繙県 

【市区町村】 

会津若松市、郡山市、古殿町、北茨城市 

守谷市、坂東市、桐生市、さいたま市、横浜市 

甲府市、福山市、北九州市、唐津市、長崎市、島原市 

大分市、別府市、杵築市、宮崎市、都城市、延岡市 

曰向市、鹿屋市、阿久根市、垂水市、薩摩川内市 

那覇市、浦添市、名護市 

【企業団】 

双葉地方水道企業団、坂戸•鶴ヶ島水道企業団 

西佐賀水道企業団 

※継続中も含む 
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J 

久之浜町で支援活動を行うボランティア 
(6月5曰） 

市災害救護ボランティアセンターにおけるボ 
ランティアの受け付け(4月21曰：市社会福祉協 
議会提供） 

応急仮設住宅を巡回する相談員(11月17曰：市 
社会福祉協議会提供） 

市と市社会福祉協議会、災害ボランティアいわきは、3月16曰か 

ら、ボランティア登録の受け付けなどを開始しました。その後、 

NP〇など市民の皆様によるボランティアセンターも設立され、こ 

れまで市内外から5万人を超えるボランティアの方々が、避難所運 

営の補助や給水活動の支援、生活相談など、さまざまな活動を展開 

しました。 

また、その一方で、地元の有志が自らボランティア団体を組織し、 

地区住民や市外のボランティア団体との連携のもと、支援物資の配 

布やがれきの撤去、災害ごみの仕分け•運搬、家具の移動•片付け 

などの活動に尽力しています。 

2 各ボランティアセンタ一の取り組み 

(1)災害救援ボランティアセンタ一 

市と市社会福祉協議会、災害ボランティアいわきは、3月16日、 

市と市社会福祉協議会に「市災害救援ボランティアセンター」を開 

設し、ボランティアの登録や派遣ニーズの受け付けや被災者とボラ 

ンティアとの間の橋渡しを行ってきました。 

その後、地域のNP〇が中心となり、4月9日に「勿来地区災害ボ 

ランティアセンター」が、4月19曰には「小名浜地区災害ボランティ 

アセンター」が設立され、多くのボランティアが避難所支援や家屋 

清掃、泥だし、がれきの撤去など、さまざまな活動を展開しました。 

また、各ボランティアセンターは、九州ブロックをはじめ全国の 

社会福祉協議会や災害ボランテイア活動支援プロジてクト会議など 

から延べ350人を超える職員の支援を得て運営してきました。 

(2)復興支援ボランティアセンタ一 

被災者の一時提供住宅へ入居が進むなど、震災から半年ほどが経 

過すると、被災者のニーズがこれまでの「災害救援」から「生活支援」 

や「コミュニティづくり」などへ変化していきました。 

このため「勿来地区災害ボランティアセンター」は、6月6日に「な 

こそ復興プロジxクト」へ名称•機能を変更。「市災害救援ボラン 

ティアセンター」および「小名浜地区災害ボランティアセンター」 

は、8月8日に、それぞれ「市復興支援ボランティアセンター」、 

「小名浜地区復興支援ボランティアセンター」へ名称•機能を変更し 

ました。 

現在は、被災者の個別ニーズを把握した上での生活復興に向けた 

支援、サロンやお茶会などの開催による地域の交流の場づくり、定 

期的な見守り訪問などの生活相談を中心とした取り組みを進めてい 

ます。 
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_ 
ボランティアの活動 

全国各地からボランティアの申し出があるなか、市や市社会福祉協議会などにおいては、災害救援ボ 

ランティアセンターなどを開設し、ボランティアと被災者との橋渡しなどを行ってきました。これまで 

5万人を超えるボランティアの皆様から、本市の復旧•復興に向け、さまざまな活動や支援を得ています。 

ボランティアの活躍 

1 



4復旧、そして、復興へ 

市内公立小中学校の再開 

東日本大震災により、市内公立小中学校は翌日から全校休校を余儀なくされました。一部学校を除き、 

4月6曰に新年度の登校が始まったものの、4月11曰の大規模余震により、翌12曰には再び全校で休校と 

なるなど、震災の影響を大きく受けましたが、市は、被災校の他校への機能移転や給食の再開、スクー 

ルランチの提供など、本市の次世代を担ろ児童や生徒が元気に学校生活を送れるよろ、さまざまな取り 

組みを進めています。 

授業再開への道のり 

東日本大震災により、市内公立小中学校の約9割が校舎などに 

何らかの被害を受け、特に沿岸部に立地する永崎小学校、豊間中 

学校、四倉中学校などは、津波により校舎1階が水没するなど、 

大きな被害を受けました。 

また、久之浜第一小学校、久之浜第二小学校、久之浜中学校の 

3校については、原発事故の影響により屋内退避指示区域に設定 

されることとなりました（4月22日解除)。 

このようにさまざまな被害や影響を受けた市内の小中学校です 

が、4月6日には入学式を行い、新年度をスタ一卜することがで 

きました。一方、自校での学校再開が困難な4つの小学校と3つ 

の中学校については、市文化センターで合同入学式を行い、市内 

の他校への機能移転により学校を再開することができました。 

その後、4月11日の大規模余震により、翌12日には再度全校休 

校となりましたが、4月18日には再び授業が始まるとともに、他 

校へ移転していた久之浜第一小学校、久之浜第二小学校、久之浜 

中学校、田人中学校、四倉中学校(3年生のみ）については、順次 

自校においての授業を再開しています。 

J 

植田小の激しい校庭の地割れ(4月6日） 

3年生のみで授業を再開した四倉中 
(平成24年1月17曰) 

2 給食の再開•スクールランチの提供 

震災により、市内8つの給食調理場すべてが被害を受け、市内 

全小中学校に対する給食を提供することができなくなりました。 

全施設の短期間復旧は困難であるため、まず4月25日に市内全小 

中学校へパンと牛乳の提供を開始し、5月2日にはパンと牛乳に、 

簡易副食とデザートを加えた簡易給食の提供を開始しました。 

また、市はこの間給食再開に向けて各給食調理場の復旧工事を 

進め、6月6日に被害が少ない給食調理場が被害の大きIゝ給食調 

理場をカバ一することで、週交代で小中学校に通常給食と簡易給 

食の提供を開始し、2学期からは全小学校で通常給食を再開しま 

した。 

しかし、被災後の市内給食調理場の稼動能力では小学校への提 

供が限界となっており、中学校に対しては通常給食の提供ができ 

ない状況でした。このことから、栄養バランスや生徒の満足感の 

改善を図るため、通常給食の代わりとして2学期からスクールラ 

ンチの提供を開始しました。 

なお、3学期からは市内全小中学校の給食の食材について、毎 

日放射性物質の検査を行っています。 

江名小で行われた自衛隊員による給食支援 
(4月27曰） 

2学期から提供を開始したスクールランチ 
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復旧、そして、復興へ 

ふつしよく 

風評被害の払拭に向けて 

原発事故の発生以来、農産物については[福島産」あるいは「いわき産」などの表示により、市場や 

取引先からの受入拒否や消費者に敬遠されるよろな事態が発生しました。また、農産物以外にも物産品 

や工業製品に対する敬遠や観光客の減少など、本市はさまざまな風評被害を受けることとなりましたん 

このような状況を打ち破るため、市は「がんばっぺ！いわき」をキャッチフレーズに掲げ、風評被害の払 

拭に向けたさまざまな取り組みを展開しています。 

農産物 

「がんばっぺ！いわき」のキャツチフレ一ズのもと、市内のほか、 

4月の東京都港区JR新橋駅前を皮切りに、日本全国各地で50回以 

上のイベント「オール日本キャラバン」を展開し、本市農産物など 

のPRや販売を通じて、風評被害の払拭に取り組んでいます。 

また、「いわきブランド農産品通信」や「絵はがき」など、紙媒体 

を活用したキャンペーンや、本市農産物などの情報を発信する 

ポ一タルサイト「うまいベ！いわき」、「見せます！いわき情報局」 

の開設、さらにはテレビCMなど、消費者の皆さんを対象に、さ 

まざまな媒体を活用しながら、農作物•土壌の検査結果や方法、 

空間放射線量などの数値や、生産者の方々の姿勢、想いなどさま 

ざまな情報を分かりやすくお伝えする「いわき農作物見える化プ 

ロジェクト」を展開しています。 

V、"‘ 

東京都中野区で開催された「いわき復興祭in東京」 
において市内農産物を販売(It月21曰） 

2 観光•物産品 

東日本大震災や原発事故による風評で、本市物産品のイメージ 

が著しく低下したため、市は、（出いわき観光まちづくりビュー 

ロ一などと連携しながら、物産品のイメージ回復に向け、これま 

で50回以上、首都圏で開催される物産展や復興イベントに参加。 

また、減少した販路の拡大に向け、商談会などへ積極的に参加し、 

本市物産品のPRを行いました。 

一方、観光誘客の落ち込みに対しては、これまで密接な閨係を 

構築してきた県内外の近隣自治体との連携をさらに探め、本市へ 

の誘客効果の向上を図っています。 

3 工業製品 

JR水戸駅で開催された[来てくんちえ！いわき• 
福島全国キヤフバン」において市内物産品を販売 
(8月31曰） 

風評被害は工業製品にも及んでおり、市は市内製造業の復興に 

向け、首都圏などで開催される展示会や見本市などに市内工業製 

品を出展し、市内工業製品をPRするとともに取り引きの拡大に 

向けて取り組んでいます。 

また、4月20日にいわき小名浜ロータリ一クラブより放射線測 

定器の寄附を受け、工業製品に対する放射線測定体制が整ったこ 

とから、4月25日から市環境監視センターにおいて、市内企業の 

出荷前工業製品につしゝての残留放射線測定を開始しました。 

東北第一位の製造品出荷額等を誇る工業都市として、工業製品 

に対する風評被害の払拭や、生産•出荷•取引といった一連の経 

済活動を震災前の水準に取り戻すための取り組みを進めています。 
東京ビッグサイ卜で開催された環境展示会「第 
13回エコプロダクツ2011」に市内企業などが出展 
(12月15曰） 
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復興に向けた歩み 

市は、し、わきを震災前の水準に戻すだけではなく、震 

災前にも増して活力に満ち溢れたまちとするため、復興 

に向けた取り組みを本格的に始めました。これまで行政 

組織の改正や復旧•復興に向けた各種計画の策定、さら 

には復興に向けた各種イベントなどを進めており、今後 

も、「いわきの復興が日本全体の復興につながる」という 

強い想いのもと、市民の皆様が安全•安心に暮らせるま 

ちづくりを早期に実現できるよう「オールいわき」の体制 

で復興に向け取り組みます。 

(復興に向けた基本方針や主要な施策） 

(復旧までの作業工程） (復興ビジョンに基づ 

<具体的取り組み） 

各種計画の関係 

いわきの再生と復興に向けた組織を構築 

市は、いわきの再生と復興に向けた全庁一丸の取り組みを推進するため、6月1日に市長を本部長とする 

「いわき市東日本大震災復興本部」を設置しました。また、同日付の行政組織改正により、復旧•復興に向け 

たさまざまな取り組みを統括する「復興監」を配置するとともに、被災者の生活再建に向けた全庁的な各種支 

援策の推進などを図るため、行政経営課内に「復興支援室」を設置しました。 

2 いわき市復興ビジョンを策定 

震災からの市の復旧•復興にあたり、考え方やプロセス、 

さらには目指すべき「復興の姿」を明確にし、市民の皆様と 

共有していくため、復興に向けた基本方針や主要な施策な 

どを示す「市復興ビジョン」を9月30日に策定しました。 

同ビジョンは、「日本の復興を『いわき』から」をキャッチ 

フレーズに掲げ、前例のない複合災害に見舞われた福島県 

浜通り地域の拠点として、市民の安全•安心を最大限に確 

保し、震災前にも増して活力に満ち溢れた、世界に誇る復 

興再生モデルとなる持続可能なまち「いわき」を創るため、 

「連携」「安心」「活力」「魅力」「挑戦」の5つを復旧•復興 

の理念とし、取り組みを進めることとしました。 

また、同ビジョンの推進期間は、10年後の姿を再生後の 

イメージとして見据えながら、復旧•復興に向け、平成23 

年度から平成27年度までのおおむね5年間に集中的に取り 

組むこととしています。 

理念1 

【連携】 

復 
旧 

理念2 

【安心】 

霊 
の 
曰 
的 

国 理念3 

【活力】 霊 
の 
曰 
的 

理念4 

【魅力】 

理念5 

【挑戦】 

復興ビジョン概要図 

3 いわき市復旧計画を策定 
市復旧•復興計画検討委員会から「市復興ビジョン」に 
対する提言（9月28曰） 

東日本大震災による大地震と大津波、さらには4月の大規模余震により、本市の社会基盤などは甚大な被 

害を受けましたが、市は東日本大震災からの市民生活の安寧と暮らしの再建に向け、ライフラインの復旧や 

市民生活に直結する施設の改修などに懸命に取り組んでいます。 

被災した公共施設や道路などに代表される社会基盤などの復旧は、復興への礎となるものであり、今後着 

実に実行していく必要があることから、10月18日にその復旧に関する工程表として「市復旧計画」を策定しま 

した。 

今後、この工程表の確実な実施により、東日本大震災からの早期復旧を図ります。 

一 2 8 — 

【取り組みの柱1】 

—被災者の生活再建— 

【取り組みの柱2】 
生活環境の整備•究実 

【取り組みの柱3】 

社会基盤の再生•強化 

【取り組みの柱4】 

経済•産業の再生•創造 

【取り組みの柱5】 

復興の推進 

復興ビジョン 

復旧計画 復興事業計画 
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4 いわき市復興事業計画を策定 

市は、「市復興ビジョン」に基づく具体的な取り組みを示す「市復興事業計画」を12月26日に策定しました。 

本計画では、復興ビジョンで定めた5つの「取組の柱」に沿い、計168の取り組みを体系別に掲げ、また、津 

波被災地域の復興や災害公営住宅の整備、原子力災害対策など、特に重点的に取り組む必要がある施策を 

「重点施策」（9施策）として掲げ、市の早期復興に向け取り組みます。 

【復興事業計画体系図】 

取り組みの柱1被災者の生活再建(30項目の取り組み) 取り組みの柱4経済•産業の再生•創造(49項目の取り組み) 

被災した市民一人ひとりに寄り添い、住まいと暮ら 
しの再建や安定に向けた総合的な取組を進めます。 
【主な取り組み】災害公営住宅の整備、モニタリ 

ングの実施など 

取り組みの柱2生活環境の整備•究実(59項目の取り組み) 

医療•福祉体制の強化、子育て•教育環境の整備、 
地域力の強化など、安心して暮らすことのできる 
生活環境の整備•究実ゃ災害対応力の強化に取り 
組みます。 
【主な取り組み】地域防災計画の見直し、除染の 

実施など 

市民の暮らしの基盤であり、都市の活力の源であ 

る地域経済の再生復興を図るため、農林水産業の 
再生はもとより、地域企業の経営再建や新たな産 
業の創出などに取り組みます。 

【主な取り組み】洋上風力発電導入に向けた調査 
研究、工場等の誘致促進など 

取り組みの柱5復興の推進(14項目の取り組み） 

取り組みの柱3社会基盤の再生•強化(16項目の取り組み) 

災害に強い社会資本を整備するとともに、被害の 
大きかった沿岸域等について地域特性に応じた再 
生を図るなど、市民生活に密接に関連する社会基 
盤の再生•強化に取り組みます。 
【主な取り組み】被災市街地復興土地区画整理事業など 

国•県等との連携を強化するほか、復興に必要な 

組織の見直しや財源の確保等に取り組むなど、復 
興を推進するために必要な体制の構築に取り組み 
ます。 

【主な取り組み】復旧•復興に向けた組織体制の 

再編•強化など 

【復興事業計画重点施策】 

津波被災地域の復興に向けた土地利用プロジェク卜 

2災害公営住宅の整備等プロジェクト 

3心のケアプロジェクト 

4原子力災害対策プロジiク卜 

5小名浜港周辺地域の一体的な整備•再生プロジェクト 

6再生可能エネルギーを核とした産業振興プロジェクト 

7既存地域産業の再生プロジェクト 

8企業誘致対策プロジxクト 

9被災他自治体との連携強化プロジェクト 

沿岸域の復興イメージ 
全国へ 

沿岸地域相互の連携強化 
防災機能、観光•文化• 

物流機能 

J U / A 

ろ登へ,：：nv 

都市齒能の連携-補完 一 ： 

タ 

:

里ラご入：:ま三つく= 

欲 ハ グ 、 復興とともに産業再生強化丨こ 
取り組むSL点 
復興対策重点地区 

浸水区域 
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市は、8月10日に国立大学法人筑波大学との間で、東日本 

大震災からの復興に向けた連携協力に関する協定を締結しま 

した。 

この協定をもとに、津波などから生命•財産を守るための 

取り組みや原子力災害に対する専門的見地からのアドバイス 

が期待されています。 

また、市内の大学等においても、本市の復旧•復興に係る 

課題の解決に向け、それぞれの強みを生かした事業が実施さ 

れています。 

- 3 0 -

協定を締結し、握手を交わす市長と筑波大学山田学 
長（左） 

復旧、そして、復興へ 

5 震災から1年間の主な取り組み 

市は、震災前にも増して活力に満ちあふれたまちとするため、さまざまなイベントや取り組みを進めてき 

ました。また、震災から1年の間に、主要施設が相次いで再開を果たすなど明るい話題もみられました。こ 

こでは、これまでに行った主な取り組みを紹介します。 

(1)「がんばっぺ！いわき応援隊」を創設 

市は「がんばっぺ！いわき」のキャッチフレーズのもと、行 

政、企業、個人問わず、誰しもが願う「いわきの復興」という 

目標に向かって心を一つに歩むためのエネルギーを醸成する 

とともに、いわきへの支援の輪を全国に広げるため、「がん 

ばっぺ！いわき応援隊」を5月に創設しました。 

首都圏をはじめ全国各地の方々約1，000人が登録され、復 

興イベントの開催やいわき産農産物の購入など、自主的な活 

動を通してふるさと「いわき」を応援していただいています。 

2 「いわき平競輪場」を再開 

いわき平競輪場は、全国からの支援物資を一括して取り扱 

う支援物資集配センターとして、また、DMATや他自治体 

からの派遣職員の宿泊場所として活用されるなど、災害復旧 

の拠点としての役割を担ってきましたが、この間、競争路の 

ひび割れなど震災により発生した被害の修繕や節電対策を進 

め、6月2日には場外車券を発売、6月20日には本場を再開さ 

せました。 

市の復興に向け、「復興競輪」と題したレースの開催や、曰 

本競輪選手会によるイベントなどを行っています。 

3) 「アクアマリンふくしま」の再開 

津波で動力系統などが損傷し、休館を余儀なくされた海洋 

科学館「アクアマリンふくしま」が、11回目の開館記念日とな 

る7月15曰に営業を再開しました。 

再開にあたっては、全国各地の水族館や動物園から多くの 

生物が贈られたほか、開館前の式典では4月に避難先で生ま 

れたゴマフアザラシの赤ちやんの命名式が行われ、復興の願 

いを込めて「きぼう」と名前が付けられました。 

来館した多くの子どもたちは、水槽を元気に泳ぐ魚たちに 

目を輝かせていました。 

4 「震災復興に向けた大学等との連携及び協力」の推進 

応援隊の証しとなる「がんばつペリストバンド」 

m n 
白熱したレースが展開された復興競輪 
(平成24年1月21日) 

オープン当日、 
ふくしま 

大勢の来館者で賑わうアクアマリン 



復旧、そして、復興へ 

(5)久之浜仮設店舖•事務所「浜風商店街」がオープン 

市は、津波や火災などにより商店街のほぼ全域が甚大な被 

害を受けた久之浜地区の商業者や地域住民の生活を支援する 

ため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する「仮設 

施設整備事業」を活用して、久之浜第一小学校校庭の一部に 

仮設店舗•事務所を整備しました。9月3日に、全国に先駆 

けて仮設店舗「浜風商店街」がオープンし、再開を待ちわびた 

常連客などで賑わいました。 

" 1 3 ^ 1 灘 風 商 W 街 ^ ^ ^ 

浜風商店街オープンのテープカツ卜 

(6) 「がんばつぺ！いわき復興祭」を開催 

市は、東日本大震災により大切な家族や住み慣れたわが家 

を失うなど、大きな被害を受けた市民の皆様や本市に避難さ 

れた近隣自治体の皆様が、共に手を携え、本市の復興とさら 

なる発展に向けた歩みを始める契機とするため、市制施行45 

周年の節目の日である10月1日、2日の両日に、21世紀の森 

公園で「がんばつぺ！いわき復興祭」を開催しました。 

この復興祭には、市内はもとより、首都圏や近県からの来 

場者など、2日間で延べ10万人を超える方々が来場しました。 

復興の願いを込めていわきおどりを踊る参加者 

(7)「ぃゎき•ら‘ら•ミュウ」のリニュ一アルオープン 

「いわき•ら•ら.ミュウ（いわき市観光物産センター）」は、 

東曰本大震災による地震と津波で大きな被害を受けました 

が、懸命な復旧作業の結果、約8力月ぶりとなる11月25曰に 

再オープンしました。 

リニューアルにあたっては、台風や高潮の予防策として海 

側に高さ75cm、長さ80mのアルミ製防潮パネルを新設しまし 

た。再開当日には、多くの親子連れが訪れ、リニューアル後 

の目玉である東北最大級の屋内型遊び場「わんぱくひろば 

みゅうみゅう」では、子どもたちがさまざまな遊具を楽しみ、 

元気に遊んでいました。 

また、オープニングの一つとして、「東日本大震災いわき 

市写真展」を開催し、たくさんの来館者が市の被害状況や復 

興の様子を伝える写真に見入っていました。 

8) 「復興祈念第3回いわきサンシャインマラソン」を開催 

市は、平成24年2月12日に、本市の復興を祈念する大会と 

して「第3回いわきサンシャインマラソン」を開催しました。 

本大会は、コースの被害などにより、開催自体が危ぶまれた 

時期がありましたが、多くの方々の支援や協力のもと、無事 

に開催することができ 

ました。 

沿道にたくさんの 

方々が詰め掛けるなか、 

全国各地から集まった 

過去最多となるラン 

ナ一がフラガ一ルのふ 

るさとを駆け抜けてい 

きました。 

祝-
雕.5•！•ミュウリニュ

-

アル才 

再才一プンに先立ち行われた「いわき•ら•ら•ミュウ] 
リニュ一アルオープンセレモニ一（11月23曰） 

• 3,860人がゴールを目指して一斉にスター卜 

磯第1関門で参加者を激励するゲストランナーの柏 
原租ニさん 
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震災からの主な経過(〜4月30日) •青字：市の動き 
•赤字：福島第一原発事故の状態 

3月11曰衝【震災発生初日】 

一"̂“…‘ 一 ^ • — W L — M — i ' l M I •• 

動 〜 一 一 ~ 一 

朝6時ごろの薄磯海岸の穏やかな海(Kouich i Seya氏提供)] 

14 ： 46 

14 ： 49 

14:50 

14 

14 

15 

15 

15 

-—

-
2
9
2
5 

5 

5 

3 

4 

4 

三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震（M 

9.0)が発生(本市震度6弱） 

この地震で福島第一原発1~3号機が自動停止 

気象庁が大津波警報を発表 

市災害対策本部を設置(市消防庁舎内） 

避難所が開設、食料•寝具等調達を開始 

市内沿岸部全域に対し、防災無線で避難指示 

小名浜で津波第1波（1.0m)を観測 

小名浜で最大3.3mの津波を観測 

福島第一原発1~3号機で全ての交流電源が喪失 

市内沿岸部全域に対し、サイレン吹鳴で再避難を 

指示 

16:30福島県知事に対し、自衛隊派遣を要請 

16:36福島第一原発1、2号機で非常用炉心冷却装置に 

よる注水が不能 

17 ： 55臨時市長記者会見を開催(全力で震災に対応） 

18:00市水道局から断水および節水協力のお知らせ 

救急病院、人工透析病院への巡回給水を開始 

19 ： 03福島第一原発について原子力緊急事態宣言が発令 

21:23総理大臣より、福島第一原発の半径3km圏内の避 

難、3km〜10km圏内の屋内退避指示が発令 

23:00陸上自衛隊が到着、災害支援活動を開始 

參避難所への食料配送を開始（〜8/19) 

•市内のほぼ全域で約13万戸が断水 

•非常用地下貯水槽などによる市民への給水を開始 

•JR常磐線•磐越東線の運転が中止 

•常磐自動車道、磐越自動車道が通行止め 

•福島空港行きリムジンバスが通常どおり運行を継続 

3月12日出 

04 ：10日本赤十字社福島県支部へDMAT派遣を要請 

05 ： 44総理大臣より、福島第一原発の半径10km圏内の避 

難指示が発令 

07 ： 45福島第二原発について原子力緊急事態宣言が発令 

(12/26 解除） 

総理大臣より、福島第二原発の半径3km圏内の避 

難、3km〜10km圏内の屋内退避指示が発令 

08:00市消防本部、消防団、DMATが共同で、市内沿 

岸部全域における救助•救命活動を開始 

10:00避難所127力所、避難者数1万9,813人(最大） 

10 ：17福島第一原発1号機でベントを開始 

11：00常磐自動車道、磐越自動車道が緊急交通路に指定 

15 ： 00緊急消防援助隊が市内沿岸部での救助•救命活動 

を開始 

15 ： 36福島第一原発1号機で水素爆発が発生 

17 ： 39総理大臣より、福島第二原発の半径10km圏内の避 

難指示が発令 

18 ： 25総理大臣より、福島第一原発の半径20km圏内の避 

難指示が発令 

19 ： 04福島第一原発1号機、原子炉への海水注入を開始 

•市長がコメントを発表(落ち着いて表に出ないよう依頼） 

參高齢者等要援護者の安否確認開始 

參送水系の基幹管路の復旧が完了し、配水池へ送水を再開 

•市内21力所に給水所を設置し、風船式給水槽などによる 

給水を開始 

豢いわき平競輪場に、支援物資集配センターを開設 

•災害対策本部に安否情報コーナーを設置 

•津波被災地区における道路上などの流出がれきの撤去を 

開始（〜4月上旬） 

參自衛隊、緊急消防援助隊、市消防本部、消防団が共同 

で、市内沿岸部全域において救助•救命活動を開始 

•JMATが活動を開始（〜5/3) 

參福島空港に臨時便(伊丹空港線）を設定（〜3/31) 

3月13曰(日） 

05 ：10福島第一原発3号機で冷却機能が喪失 

08:30市独自の判断で、久之浜•大久地区住民に自主避 

難を要請、緊急輸送バス運行にて避難移動を開始 

(国による屋内退避指示は3/1511:00発令） 

08 ； 30自衛隊、警察、緊急消防援助隊、市消防本部、消 

防団が共同で、市内沿岸部全域での救助•救命活 

動を開始（〜3/14) 

17:58津波注意報解除に伴い、市内沿岸部全域に対する 

避難指示を解除 

_基幹浄水場、市水道局本庁舎などで24時間給水を開始 

•簡易水道区域のうち田人•遠野全域、川前の一部で給水 

が可能に 

參市総合磐城共立病院、福島労災病院などが通水 

•市休日夜間急病診療所が診療を再開 

•節車のお願い、ごみ収集休止について市民へ広報 

參市保健所にて、放射線スクリーニング検査を開始 

•市総合磐城共立病院医療スタッフが避難所巡回診療を開 
始（〜4/28) 

•福島空港に臨時便(羽田空港線、中部空港線、新千歳空 

港線）を設定(羽田〜4/10、中部〜3/31、新千歳〜3/24) 

3月14曰的） 

11:01福島第一原発3号機で水素爆発が発生 

13 ： 25福島第一原発2号機で冷却機能が喪失 

•市役所窓口業務を一部再開(以後、順次再開） 

•外国人相談窓口を開設 
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kSr
1

" 
人々が消えた午前8時30分ごろのいわき駅前(FMいわき提供） 

05 ： 45福島第一原発4号機の建屋4階部分で火災が発生 

08 ： 30自衛隊、警察、市消防本部、消防団が共同で、市 

内沿岸部の捜索活動を開始（〜4/26) 

10 ： 40市長がメッセージを発表(®市民の皆様への冷静 

な行動のお願い、©医薬品提供、®避難所への配 

送業務、©水道復旧作業協力のお願い） 

•水道水の放射性物質測定を開始 

•被災建築物応急危険度判定を開始（〜6/5) 
•国および県と共同で、タンクロ一リー8台分のガソリン 

と軽油を市内11力所の給油所に供給 

參小名浜石油(株)へ石油の公共放出を要請 

•市災害救援ボランティアセンター開設 

•小名浜港藤原ふ頭、緊急物資受入岸壁の供用を開始 

[•3月17曰沐) 

08 ： 30常磐西郷町の忠多団地に避難勧告 

春福島県と小名浜石油(株)の後押しで市内給油所や病院にガ 
ソリンと灯油を供給（〜3/26) 

•知的障がい者33人を神奈川県へ船で移送（〜4/11) 

參障がい者福祉施設等への支援物資配布を開始（〜4/4) 

•老人福祉施設などへの支援物資配布を開始（〜4/6) 

•いわき市医師会が臨時診療所を開設（〜3/21) 

• 3月21曰(月) 

13 ： 30市長がメッセージを発表(市民への食料等の配布) 

—市民への食料等の配布を開始（〜3/28 •計6 

回） 
參常磐自動車道いわき中央IC〜水戸ICの一般車両通行止 

めが解除 

• 3月22日W 

_市総合磐城共立病院が外来通常診療を再開 
•ごみ収集を一部再開(燃やすごみ•週1回） 

春市内路線バスの6路線が日祝日ダイヤでの運行を再開 
春大手コンビニの一部が再開(以後順次再開） 

3月23曰冰) 

07 ：12福島県浜通りを震源とするM6.0の地震が発生 

(本市震度5強） 

07 ： 36福島県浜通りを震源とするM5.8の地震が発生 

(本市震度5強） 

17 ： 30水道水測定の結果、放射性ヨウ素が103ペクレル 

- 3 3 -

震災からの主な経過 

•避難所ごみ、避難所し尿の定時収集を開始 
•市公式ホームページに「災害関連メニュー」を追加 

•被災医療機閨からの転院搬送を開始(3/24、25) 

•福島空港に支援物資が到着、県内各地へ搬送（〜5/2) 

• 3月15日(火) 

04 ： 00 市内で最大放射線量を観測(23.72マイクロシーべ 

ル卜/時） 
福島第一原発2号機で衝撃音 

福島第一原発4号機が爆発により一部損傷 

市独自の判断で、小川町上小川字戸渡地区、川前 

町下桶売地区の一部(志田名•荻）に自主避難を要 

請（国による屋内退避指示は、同日11:00発令） 

市長がメッセージを発表(不要不急の外出を控え 

るようお願い） 

総理大臣より、福島第一原発の半径20~30km圏内 

の屋内退避指示が発令(小川町、川前町、久之浜 
町、大久町の一部が対象区域に設定） 

原発避難のため、磐越自動車道いわき三和IC • 

小野IC、常磐自動車道いわき勿来IC •いわき湯 

本IC •いわき中央ICを開放 

參要望活動【民主党•自民党関係】（避難先確保、物資確保） 

春休日救急歯科診療が開始（〜4/3) 

畚重症患者の管外医療機閨への救急搬送を開始（〜3/30) 

o 

4 

o 

1
1
1
1 

C
O
 

6 

6 

9 

o 

o 

o 

09:45 

11：00 

13 ：17 

09:30市長がコメントを発表(政府調達ガソリンの供給 

について） 

09:48福島第一原発3号機で陸自ヘリにより使用済燃料 

プールへの散水(約30t)を開始（〜10 ： 01) 

•市義援金の受け入れを開始 
書草野小学校で自衛隊入浴サービスを開始（〜3/19) 

[•3月18曰衝 

09 ： 00市長がメッセージを発表(安定ヨウ素剤の配布に 

ついて）—妊婦• 40歳未満の方に、安定ヨウ素剤 

の配布を開始 
17:48福島第一原発事故について、原子力安全•保安院 

がINES(国際原子力•放射線事象評価尺度）の暫 

定評価結果を1号機、2号機および3号機はレベル 

5、4号機はレベル3と発表（4/12に1号機、2号機 

および3号機についてレベル7に引き上げ） 

•市立幼稚園、小学校卒業式を中止 
•高速ノ《スいわき〜東京線の運行が再開 

•小名浜港に震災後、初めて緊急物資運搬船が入港 

r_3月19曰出 

08 ： 00市長がメッセージを発表(市内災害弱者の支援） 

18 ： 30市長がコメントを発表（ガソリンの確保•供給） 

• 3月20日©) 



B 震災からの主な経過 

/kg検出され、乳児の水道水摂取を制限（〜3/31 

解除）—乳児に対するぺットボトル水の配布を開 

始（〜3/31) 

18 ： 55福島県浜通りを震源とするM4.7の地震が発生 

(本市震度5強） 

21:00市水道局が「給水復旧計画」を策定 

參市内の水道復旧率が5割に 

•避難所買物バスの運行を開始（〜3/26) 

參港区スポーツセンターにおいて支援物資受け付けを開始 

(-3/31) 

• 3月24曰(木) 

•津波被災家屋等への消毒資材配布を開始（〜7/22) 

•磐越自動車道いわきJCT〜津川ICの一般車両通行止め 

が解除 

• 3月25日衝 

11:46内閣官戻長官記者会見にて、福島第一原発の半径 

20km〜30km圏内の住民の自主避難を促す 

•保育所等への飲料水等の配布を開始（〜4/7) 

書このころから郵便の集配再開 

上空からの現場視察前に自衛隊員から説明を受ける市長 

• 3月26日出 

11：00市長がメッセージを発表「震災から2週間を経過 

して」 

•要望活動【政府、民主党、自民党関係】（市民生活の安寧 

〈生活支援、生活確保、風評被害の解消〉） 

3月28日月) 

參り災証明の現地調査を開始 

春いわき市議会東北地方太平洋沖地震対策本部を設置 

參臨時市長記者会見を開催(総合窓口の設置、住宅の一時 

提供） 

_要望活動【政府•民主党.自民党関係】（農林水産物の風 

評被害の解消） 

•FMいわきに臨時災害放送局を設置、通常出力の20Wを 

100Wへ増幅（〜5/27) 

•市内38公立保育所のうち、18保育所で業務を再開 

參このころから市内スーパ一、コンビニが本格再開 

• 3月29曰火 

參総合窓口を市文化センターに開設 

•臨時市長記者会見を開催（ごみ収集全面再開、家庭から 

出た災害ごみの受け入れなど） 

參市被災救助費等、各種給付金の申請受け付けを開始 

•一時提供住宅入居者の一次募集を開始（〜4/8) 

攀小名浜港に震災後、初めて民間の大型石油タンカーが入 

港 

市文化センターに設置した総合窓口 

• 3月30日冰) 

«家庭から出た災害ごみの受け入れを開始(市内3力所） 

參中央台公民館で自衛隊入浴サービスが開始（〜5/30) 

• 3月31曰(木) 

參避難所における栄養相談を開始 

• 4月1曰(® 

17:31「東日本大震災」の呼称が閣議で決定 

_避難所における医療相談を開始 

春要望活動【政府、民主党、自民党、県知事関係】（福島第 

一原発災害の早期収束、風評被害の解消ほか） 

•常磐自動車道いわき中央IC ~いわき四倉ICの一般車両 

通行止めが解除 

• 4月3曰(日） 

•避難所入浴ノ《スの運行を開始（〜5/28) 

• 4月4曰(月） 

•市災害対策本部を市文化センターに移転 

參生活福祉資金(緊急小口資金)の特例貸付制度受け付けを 

開始 

•ごみ収集を全面再開 

•り災証明書の発行を開始 

•市災害救援ボランティアセンターの窓口を市社会福祉協 

議会に一本化 

• 4月 5 B _ 

參臨時市長記者会見を開催（津波により損壊した家屋の撤 

去など） 
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震災からの主な経過 

• 4月6曰冰) 

•市立小中学校入学式を実施(被災地区などの小中学校で 

は市文化センターで入学を祝う会を実施） 

參要望活動【県知事】（水産業への対応） 

•要望活動【原子力安全•保安院】（放射性物質の海洋放出） 

•敷地内流出がれきの撤去を開始（〜7月末） 

•市内路線ノ《スがー部路線を除き通常運行を再開 

• 4月7曰沐) 

23 ： 32宮城県沖を震源とするM7.2の地震が発生 

(本市震度4) 

23 ： 34気象庁が津波注意報を発表(翌日00 ： 55解除） 

«市立幼稚園入園式を実施 

• 4月8曰® 

•臨時市長記者会見を開催(当面の緊急雇用対策） 

• 4月9日出 

•「がんばっぺ！いわきオールいわきキャラバン」を市内5 

力所で開催（〜4/10) 

•要望活動【政府、民主党、自民党関係】（水産業への対応） 

•NP〇が中心となり、勿来地区災害ボランティアセン 
ターを設立（〜5/20) 

• 4月10日伯) 

•市内水道がほぼ復旧(津波や地滑りの被災地区を除く） 

參保健肺などによる津波被害地区の訪問活動を開始 

(~6/7) 

• 4月11曰(月）【東曰本大震災発生から1力月】 

災害対策本部で黙祷 

14:46サイレン吹鳴とともに市内で黙祷 

17 ：16福島県浜通りを震源とするM7.0の地震が発生 

(本市震度6弱） 

17 ：18気象庁が津波注意報を発表(同日18 ： 05解除） 

18 ：19田人町石住字貝屋地内で土砂崩れが発生、家屋が 

倒壊し、救助•救命活動を開始 

19 ： 00市長がメッセージを発表(本市が「緊急時避難準備 

区域」の対象とはならないことについて） 

19 ： 30市水道局から余震による断水および節水協力のお 

知らせ 

•同日の余震により市内約10万戸が再び断水 

•住宅の応急修理制度の申請受け付けを開始 

•JR常磐線普通列車いわき駅〜高萩駅で運転再開するも 

同日の余震により運転見合わせに 

•同日の余震により常磐自動車道、磐越自動車道が通行止 

め 

• 4月12日(火) 

14 ： 07福島県中通りを震源とするM6.4の地震が発生 

(本市震度6弱） 

_前日の余震により、市立小中学校休校（〜4/17) 
•「がんばっぺ！いわきオール日本キャラバン（第1弾）」 

を東京都港区で開催（〜4/13) 

•常磐自動車道いわき湯本IC〜いわき四倉IC、磐越自動 

車道いわきJCT ~小野ICの一般車両通行止め解除 

• 4月13日冰) 

08 ： 00田人町石住字才鉢地内の土砂崩れ現場において、 

救助•救命活動を開始（~4/16) 

•余震により運転を見合わせていたJR常磐線普通列車の 

運転が再開 

•小名浜港に震災後、初めて内航貨物船が入港 

• 4月14曰(木) 

•第1回東日本大震災いわき市義援金配分委員会を開催 
•臨時市長記者会見を開催(一時提供住宅提供開始、義援 

金の配分） 
•要望活動【県知事】（福島第一原発災害の早期収束ほか） 

•常磐自動車道いわき勿来IC~いわき湯本ICの一般車両 

通行止めが解除 

市長が田人町の被災現場を視察 

• 4月15日衝 

14:00田人地区(貝屋•神山•才鉢•堀越）に避難指示 

(4/16 18: 00解除） 

•市義援金の申請受け付けを開始 

書JR磐越東線いわき駅〜小野新町駅の通常運転が再開 

• 4月16日出 

•一時提供住宅(雇用促進住宅•民間借上住宅)提供を開始 
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震災からの主な経過 

•市義援金の配分を開始（県内で最も早い配分） 

•4月17曰(日) 

書JR常磐線普通列車いわき駅〜四ツ倉駅の運転が再開 

• 4月18日(月） 

•本庁市民課業務をアリオス別館1階に移転（〜10/14) 

•広報いわき臨時号「がんばっぺ！いわき通信」を発行 

參市立小中学校が授業を再開 

參要望活動【衆議院、政府、民主党、自民党】（福島第一原 

発災害の早期収束、風評被害の解消ほか） 

アリ才ス別館に設置した市民課窓口 

•4月19日(火) 

•NP〇が中心となり、小名浜地区災害ボランティアセン 
ターを設立 

M月20日冰) 

參要望活動【県知事】（福島第一原発災害の早期収束ほか） 

•4月21曰(木) 

11：00福島第二原発の避難区域が半径10km圏内から半径 

8km圏内に変更（12/26解除） 

•市内水道がほぼ復旧(津波や地滑りの被災地区を除く） 

•4月22日© 

00 ： 00福島第一原発の半径20kin圏内を警戒区域に設定 

09 ： 44福島第一原発の半径20km~30km圏の屋内退避指示 

が解除、「計画的避難区域」および「緊急時避難準 

備区域」が設定—小川町、川前町、久之浜町、大 

久町の屋内退避指示解除 

11：00臨時市長記者会見を開催(工業製品等放射線測定 

検査体制等） 

15 ： 45市長がコメントを発表(本市の屋内退避指示解除） 

16 ： 00渡辺町上釜戸字青谷地区の一部に避難勧告(8/31 

15 ： 00解除) 

參市被災救助費等、各種給付金の支給を開始 

•4月23日出 

11：00臨時市長記者会見を開催（屋内退避区域解除に係 

る内閣官戻記者会見内容について） 

• 4月25日(月) 

攀国保年金課業務をアリオス別館4階に移転（~10/7) 

•工業製品の残留放射線測定を開始 

•市内小中学校における学校給食の一部を再開 

市環境監視センタ一において工業製品の残留放射線を測定 

[ M 月 2 7 曰 ( 水 ） | 

參「がんばっぺ！いわきオール日本キャラバン」を都内3 

力所で開催（〜4/28) 

ia II it 

天王洲アイル駅中央•改札外コンコースで開催したキャラバン 
(4月27日) 

•4月28曰(木) 

13 ： 30臨時市長記者会見を開催(一時提供住宅等二次募 

集） 
•JR常磐線四ツ倉駅〜久ノ浜駅の臨時バス運行を開始（〜 

5/14) 

離JR常磐線特急列車いわき駅〜上野駅の運転が再開 
參常磐自動車道いわき四倉IC〜広野ICの一般車両通行止 

めが解除 

•4月29曰銜 

着一時提供住宅入居者の二次募集を開始（〜5/5) 

•市長がメッセージを発表(学校給食に関する風評被害） 

•4月30日出 

參遺体安置所を閉鎖 
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引き波で海底が表れた久之浜町金ヶ沢の海岸 

(3月11曰16 ： 00ごろ県消防防災航空隊提供） 

久之浜町の商店街では、地震、津波、直後に火災が 

発生し、翌曰まで燃え続けた 

(左：3月11曰15 ： 50ごろ石j丨丨弘子氏提供） 

(下：3月12曰朝県消防防災航空隊提供） 

ft糧ト 

波立海岸の弁天島と鳥居も大津波の猛威にさらされた 

(3月11曰15 ： 25ごろ鈴木道弘氏提供） 
津波が襲つた翌朝の久之浜町末続地区 

(3月12曰県消防防災航空隊提供） 
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久之浜〜四倉〜新舞子〜沼ノ内 
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押し寄せた津波で、海に沈む四倉の国道6号 

(3月11日15 ： 45ごろいわき民報社提供） 

津波が引いた直後の「道の駅よつくら港」 

(3月11曰17 ： 25ごろ緑川健氏提供） 

新舞子海岸付近の水田も津波で浸水 

(3月12曰県消防防災航空隊提供） 

、 • な . ^ ^ 
—ニ - 'r： 

国道6号を軽く越えた津波は、いわき市役所四倉支所付 

近も飲み込んだ 

(3月11曰15 ： 40ごろ吉田裕徳氏提供） 

翌朝の四倉漁港あたり、船が国道6号まで乗り上げてい 

る （3月12曰鈴木大氏提供） 

S ふ 入 * 

新舞子海岸沿いの県道は、地震や津波の影響で、いた 

るところで損傷を受けた （6月5曰） 

写真右奥が沼ノ内地区、左が甚大な津波の被害を受け 

た薄礎地区、手前は沼ノ内漁港 

(3月12曰県消防防災航空隊提供） 
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震災翌朝の薄磯地区。写真中奥の豊間小は難を逃れた 

が、左下の豊間中は1階部分が被災 

(3月12曰県消防防災航空隊提供） 

薄礎から塩屋埼灯台を臨む。防波堤や海岸沿いの 

道路は津波で大破（4月IB佐藤貴行氏提供） 

職.ニ-零蒸 

き 塞 / i ふ ： ^ 識 

控を5舞な#達 

海が姿を変えた。防波堤 

を乗り越えて津波が豊間 

地区を襲う。荒れ狂o海 

が自然の猛威、津波の恐 

怖を物語る 

(3月11曰15 ； 40ごろ 

鈴木利明氏提供） 
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薄礎〜豊間〜江名〜折戸〜中之作〜永崎 

写真中央の薄緑色の大きな屋根は豊間保育園。施設は 

津波で全壊したが、居合わせた園児、職員はいち早く 

避難し、無事だった(3月12曰県消防防災航空隊提供） 

みぞれ模様のなか、 

津波の第1波が引い 

た合間をぬって局台 

に避難する江名地区 

の住民 

(3月11曰タ方伊藤 

方美氏提供） 

： ん 凝 

震災翌朝。変わり果て 

た街を見つめている豊 

間地区の住民 

(3月12曰箱崎裕ニ氏 

提供） 

江名採鮑組合の詰所跡。この季節、ウニやアワビ漁の 

最盛期で活気に満ち溢れているはずだが、人影はまつ 

たくない （6月12曰） 

数多くの水産加工場が津波で被災した折戸地区 

(3月12曰県消防防災航空隊提供） 

崩壊した永崎の太平橋。奥に見えるのが、永崎小。津 

波で1階部分が浸水 （6月12曰） 

中之作旧港付近。震災から3力月たっても、 

転覆した船は放置されたまま（6月12曰） 
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被災状況® 
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いわきサンマリーナ 

岩 間 町 ) 〔勿来町 

一 ニ 

小名浜港にも津波が。どこまで水位が上がるのだろう 

か。鳥たちも見覚えのない光景に狂舞している 

(3月11曰16 ： 50ごろノ」v名浜機船底曳網漁協提供） 

震災翌曰のd\名浜港岸壁。巨大な船が打ち上げられて 
いた。津波のエネルギーをあらためて感じさせる 

(3月12曰佐川紘一氏提供） 

津波で孤立した「いわき•ら•ら•ミュウ』。施設は、 

11月25曰に再オープンした 

(3月11曰15 ： 50ごろ県消防防災航空隊提供） 

福島臨海鉄道小名浜駅貨物ヤード。コンテナなどが散 

乱している（3月12曰県消防防災航空隊提供） 

。 へ - … 

大破したアクアマリンパークの岸壁。奥に見えるアク 

アマリンふくしまは、7月15曰に再オープンした 

(3月25曰佐藤貴行氏提供） 
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鮫川を適る津波。河•付近の 

地域を除き、植田町や錦町は 

堤防に守られ、床下浸水程度 

の軽微な被害で済んだ 

(3月11曰15 ： 45ごろ） 

較川河•付近の錦町須賀。津波で被災 

した家には、こいのぼりがたなびき、 

いつものようにハマヒルガオが咲いて 

いた （6月12曰） 

勿来町の関田御城前 

交差点付近。ここか 

ら南の国道6号は浸 

水しなかかったが、 

このあたりまで津波 

が押し寄せた。三差 

路右方向は旧浜街道 

(3月11曰16 ： 00ごろ 

磐城国道事務所提供) 

一 4 3 — 

小名浜〜いわきサンマリ一ナ〜小浜〜岩間〜植田〜錦〜勿来 

顏 確 ぬ み - バ へ
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いわきサンマリーナのプレジヤー 

ボートは、浮き様橋ごと流された 

(3月11曰15 ： 50ごろ県消防防災 

航空隊提供） 

〜 よ 零 _ 

m a s ^ d m 

津波は、小浜町の小さな集落も襲った 

(3月11曰15 ： 45ごろ県消防防災航空 

隊提供） 

津波の威力で防波堤が道路の反対側ま 

で流されている岩間地区。煙突は常磐 

共同火力勿来発電所。ここも被災した 

が、主力の8'9号機が復旧したのに続 

き、休炉中の6 • 7号機についても再稼 

動し、東京電力と東北電力に電力を供 

給（3月 2 5曰伊藤明美氏提供) 

/ 
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平市街地の歴史的建造物も大破 
(3月20曰月刊りい〜ど提供） 

震災2週間後のいわき駅前大通り。徐々に街も落ち着き始め 

たが、波打つ道路が痛々しい（3月25曰佐藤貴行氏提供) 

- 4 4 — 

震度6弱の烈震で書棚などが倒れるなど、大きく被災したいわき市役所 

本庁舎。災害対策本部は、消防本部に置かざるを得ない事態に陥った 

(3月11曰14 ： 55ごろ） 

商品が散乱したコンビニエンスストア 

(3月11曰15 ： 00ごろいわき民報社提供) 
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被災状況® 
平中心市街地 

I平中心市街地1 

1常磐藤原町h | 

L 田 人 町 ] 

地震発生直後のJRいわき駅前。地面に座り込む人々の姿に混乱 

が見て取れる（3月11曰15 ： 05ごろいわき民報社提供） 
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田人町石住の土砂崩れが起きた現場では夜通し捜索が 

行われた （4月12曰2 ： 00ごろ） 
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常磐藤原町地内の主要地方道いわき石川線付近。水田 

に地割れが見て取れる。簡易補修した道路は、色が変 

わっている（4月18曰県消防防災航空隊提供） 
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4月11曰の余震以降、泉町の常磐炭鉱通気•跡から温泉 

が噴出。火事と見間違うほどの湯気が立ち上がる 

(6月17曰いわき民報社提供) 

4月11•12曰の震度6弱の直下型余震。断層が永い眠り 

から覚めてしまった。常磐藤原町の建徳寺境内の地割 

れ （5月2曰穴戸博氏提供） 

— 4 5 一 

田人町には複数の断層が 

走っている。4月の余震 

で2mほどの段差ができ 

た道路が何力所も発生 

(4月13曰) 

直下型余震の被災状況 
• 田人〜泉〜常磐 
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市内各地では地域住民が中心となり、さまざまな復興イベントを開 

催。「風評ぶっとばせ！がんばっぺ四倉」（右いわき民報社提供) 

が4月16曰に、「元気だっぺ湯本」（上）が8月2曰から20日間開催 
されました 

いわき産の農産物の直売会などを行う「がんばつぺ！いわき 

オール日本キャラバン」第1弾を」R新橋駅前S L広場で開 

催。いわき市出身の学生ボランティアやいわき市ゆかりの皆 

さんが数多く応援に駆けつけました （4月12 •13曰） 

秋篠宮ご夫妻がいわき市をご訪問されまし 

た。津波被害を受けた平豊間地区を視察さ 

れ、被害の状況について説明を受けられま 

した。 （6月17曰） 
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自衛隊は、震災当曰から市内に入り、幅広い分野で支 

援•救援活動を展開してきました。5月23曰には、陸 

上自衛隊中央音楽隊が、湯本ニ中で慰問演奏会を開き、 

震災で疲れきった小中学生に素晴らしい生の音楽をプ 

レぜントしました 

窮屈で長引く避難生活を続けている子どもたちに、心の潤い 

を保ってもらおうと、各避難所ではボランティアによる「絵 

本の読み聞かせjなどが行われました。写真は避難所の一つ 

となつていたアリオス (4月26曰) 

年末にも、復興支援のイべ 

ン卜が数多く行われました。 

12月2曰には、「がんばつ 

ぺ！いわき寄席」がァリオ 

ス（左）で、12月4曰には 

いわき明星大学で「闘魂ま 

つりinいわき』（右）など 

が相次いで開催されました。 

会場に訪れた市民や被災さ 

れた方々は、厳しい曰常を 

忘れ、楽しいひとときを過 

ごしました 

福島第一原発周辺自治体からは、 

2万人を超える住民がいわき市 

内で避難生活を余儀なくされて 
います。いわきニュータウン 

(上）だけでも1,000戸の仮設住 
宅が建設されており、描葉町 

(左下)や浪江町(右下)などでは、 

市内に出先機関を設置していま 

す。 

"がんばっぺ！浜通り" 



犠牲になられた方々を追悼するための合同追悼式 

を7月9曰に市総合体育館で執り行いました。式 

では、小川地区の子どもじやんがら念仏が披露さ 

れ、亡くなった方の霊を慰めました 

本誌作成にご協力いただいた方々（50音順：敬称略) 

アイベックスエアラインズ株式会社 

秋田県由利本荘市 

石川弘子 

伊藤明美 

伊藤方美 

株式会社イトーヨー力堂平店 

いわきガス株式会社 

社団法人いわき観光まちづくりビューロー 

社会福祉法人いわき市社会福祉協議会 

いわき市タクシー事業協同組合 

株式会社いわき民報社 

株式会社ウィルコム 

株式会社エヌ.ティ.ティドコモ東北支社 

FMいわき（株式会社いわき市民コミュニティ放送） 

小名浜機船底曳網漁業協同組合 

小名浜石油株式会社 

月刊りい〜ど（株式会社いわきジャーナル） 

国土交通省気象庁 

国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 

国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所 

財団法人ふくしま海洋科学館 

佐川紘^“ 

佐藤貴行 

常磐共同ガス株式会社 

常磐興産株式会社 

常磐都市ガス株式会社勿来事業所 

新常磐交通株式会社 

鈴木利明 

鈴木大 

鈴木道弘 

宍戸博 

閨彰商事株式会社 

全日本空輸株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

東京都港区 

東部ガス株式会社福島支社平事業所 

東北電力株式会社いわき営業所 

公益社団法人土木学会 

日産自動車株式会社 

箱崎裕ニ 

東曰本高速道路株式会社東北支社 

東曰本電信電話株式会社福島支店 

東曰本旅客鉄道株式会社水戸支社 

広島県福山市 

福島空港ビル株式会社 

福島県いわき地方振興局県税部 

福島県いわき建設事務所 

福島県小名浜港湾建設事務所 

福島県福島空港事務所 

福島県警察本部 

福島県消防防災航空隊 

福島県石油商業組合いわき支部 

防衛省自衛隊福島地方協力本部いわき地域事務所 

北海道国際航空株式会社 

株式会社マルト 

緑川健 

宮崎県延岡市 

株式会社ヨークべニマル 

吉田裕徳 

陸上自衛隊郡山駐屯地 

陸上自衛隊第8普通科連隊 

Kouichi Seya 
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©自衛隊、消防団などによる平薄磯での捜索活動 
(4月1曰：佐藤貴行氏提供） 

®市長が久之浜町の被災現場を視察 
(3月13曰） 

©久之浜町の住宅街を襲う津波 
(3月11日：石川弘子氏提供） 

©震災直後から情報を発信し続けたFMいわき 
(3月11日：FMいわき提供） 

©塩屋埼沖の初日の出 
(平成24年元旦） 

®平ニ町目商店街で開催された「鎮魂の竹灯りinいわき」 
での復興メッセージ 

(6月11曰） 

©営業を再開したスバリゾートハワイアンズ、グランド 
ポリネシアンショ一でアンコールに応えるフラガ一ル 

(平成24年2月8曰） 

®アクアマリンふくしま 
ゴマフアザラシの赤ちゃん「きぼう」 
(7月15日：_ふくしま海洋科学館提供） 

®3月11日15 ： 45ごろ岩間地区に押し寄せた津波 
(県消防防災航空隊提供） 

©いわき海星高校練習船「福島丸」が実習のため出航 
(5月19日：いわき民報社提供） 

®フル生産を再開した日産いわき工場で従業員と一致 
団結する社長のカルロス•ゴーン氏 
(5月17曰：日産自動車(株)提供） 

®書道家の南岳氏作「紳」の書を持つ豊間小の子ども 
たち 
(11月14曰） 

@「いわき農作物見える化プロジェクト"見せます！ 
いわき”」の市内農業関係者1，000人が田んぼに集結 
(8月20曰） 

東曰本大震災から1年 

いわき市の記録 
平成24年3月11曰発行 

企画•編集いわき市行政経営部広報広聴課およびプロジXクトチーム 

いわき未来づくりセンター 

発 行 い わ き 市 

〒970_8686福島県いわき市平字梅本21番地 
TEL 0246(22)1111(代 
URL http://www.dty.iwaki.fukushima.jp/ 

http://www.dty.iwaki.fukushima.jp/
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